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１ 危機管理マニュアル作成に当たって 

(１) 危機管理マニュアルの目的と位置付け 

① 本マニュアルの目的及び法的根拠  

本マニュアルは、本校における事故、加害行為、災害等から生徒及び教職員の安全 の確保を図る

ことを目的として、学校保健安全法第 29 条第 1 項に定める「危険等発生時対処要領」として作

成したものである。 また本校は、島田市地域防災計画において「災害対策基本法」第 42条に基づ

く島田市第一次指定避難所（令和４年３月 25 日付島危危第 232号）に指定されている。 

② 学校安全年間計画との関係  

本マニュアルは、本校における学校安全のための各種対応の基本となる事項を定めるとともに、

本校における学校安全年間計画と常に整合を図りつつ学校安全を推進するものである。 

③ 本校における関連計画・マニュアル等との関係 

 

(２) 本校における危機管理の基本原則  

⚫ 本校における危機管理は、以下の事項を基本原則として執り行う。 

⚫ 生徒及び教職員の生命、安全の確保を第一とする。 

⚫ 指揮・命令、報告・連絡の徹底を図り、学校全体として組織的な対応を行う。 

⚫ 地域、保護者や関係機関と密接な連携を図り、一体となって対応する。 

⚫ 本マニュアルに定めのない事態が発生した場合などは、個々の状況・場面に応じて、この基

本原則に則って最も適切と考えられる措置を取るものとする。 

(３) 危機管理マニュアルの保管場所及び教職員への配付方法 

本マニュアルは、事故・災害等の発生時に備えて、以下のとおり保管・配付する。 

① 印刷製本版 

保管場所・配布対象 配付対象 

□ 校長室 １部 

□ 職員室（職員室中央連絡黒板の横） １部 

□ 事務室（事務長席の後方） １部 

□ 各教職員 概要版各１部（内規集と一緒に保存） 

□ 非常用持出用品棚（副校長席後ろの棚） １部 

静岡県立島田工業高等学校 
危機管理マニュアル 
（本マニュアル） 

静岡県立島田工業高等学校 学校安全計画・学校安全教育計画 

静岡県立島田工業高等学校 消防計画 

静岡県立島田工業高等学校 設備・施設安全点検チェックリスト 

静岡県立島田工業高等学校 避難訓練実施要領 

（関連計画等） 

静岡県立島田工業高等学校 熱中症対応マニュアル 
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② 電子データ版 

（個人情報の扱いに留意すること） 

(４) 危機管理マニュアルの見直しと改善 

下記の表に示すタイミングで本マニュアルの見直しを行い、継続的にこれを改善することで、本

校の学校安全の継続的な向上を図る。 

定例見直し 
毎年度当初、及び人事異動があったとき 

各種訓練・研修等を実施した後 

随時見直し 

島田市の地域防災計画、国民保護計画など、関係機関の関連 計画・マニ

ュアル等の改訂があったとき 

各種ハザードマップの改訂、近隣における事故・犯罪の発生 など、起こ

りうるリスクに関する情報の変更があったとき 

(５) 事故・災害対策本部の設置基準  

事故・災害発生時に円滑な組織対応を図るため、以下の基準に基づき、警戒本部、又は事故・災

害対策本部を設置する（詳細は本編 10ページに記載）。 

本部体制 設置基準 

警戒本部 （校長・副校長・教頭・事

務長・防災担当・ 緊急時参集職員※） 

＊震度５強以上の地震が発生した場合  

＊上記相当の災害が起こった場合  

事故・災害対策本部 （全教職員） 

＊震度６弱以上の地震が発生した場合 

＊津波警報、大津波警報が発表された場合  

＊学区内で発生した災害により、大きな被害（避難所が開設

されるレベル）が発生した場合  

＊学校管理下で、死亡事故、又は治療に要する期間が 30 日

以上の負傷や疾病その他重篤 な事故・災害が発生した場合  

＊学区内に多数の被害が同時発生（犯罪・テロ等）した場合 

(６) 緊急時持ち出し品 

避難する際の緊急時持ち出し品は以下のとおりとする。すぐに持ち出せるように備える。個人情

報を含むため、管理は厳重にすること。  

避難に用いる物品 

（副校長席後ろの棚） 

危機管理マニュアル 

懐中電灯、単３電池×３、単３電池×６ 

携帯型ラジオ 

ハンドマイク、ホイッスル 

応急手当に用いる物品 

（保健室） 

救急用品セット（ハサミ、ピンセット、消毒液、滅菌

綿棒、絆創膏、伸縮包帯、滅菌 ガーゼ、サージカル

テープ、三角巾等） 

名簿・各種連絡先 

(危機管理マニュアルと同じファイル) 

生徒・職員緊急連絡用名簿 

関係機関の緊急連絡先一覧  

各種図面(事務室) 各種防災設備の配置図 各種様式 

(７) 緊急時持出品の担当者順位 

保管場所 

□ ＮＥＳの「島田工業高校文書共有」ＤＢ 

□ Ｃ－ｌｅａｒｎｉｎｇ 

順位① 順位② 順位③ 

副校長 教頭 事務長 



- 5 - 
 

２ 体制整備と事前の備えについて 

(１) 学校の状況 

学校所在地 

の特徴 

住所 静岡県島田市阿知ケ谷 201 番地 

海抜 43.2m 

海岸からの距離 25km 

近隣の河川 大井川、大津谷川、東光寺谷川 

周辺の地形 大井川扇状地 

学校の 

被害想定 

最大震度 震度６強 

津波浸水 なし／洪水被害 1.0～2.0m 未満（２階以上が使える施設） 

液状化 なし 

土砂災害警戒区域

等の指定 
なし 

原子力発電所との

位置関係 

24.2km 

ＵＰＺ(Urgent Protective Action Planning Zone)地域内 

火山避難対象エリ

ア 
なし 

その他の被害 なし 

生徒の状況 

(平日・昼

間) 

※夜間は生

徒 は い な

い。 

学年 

１年 ５クラス 156 人（男 143・女 13） 

２年 ５クラス 152 人（男 131・女 21） 

３年 ５クラス 142 人（男 126・女 16） 

通学範囲 

東端 静岡市 

西端 磐田市 

南端（沿岸） 御前崎市 

北端 川根本町 

通学方法 

徒歩 10 人 

自転車 301 人 

公共交通 

機関 

124 人（電車 51人､バス３人､電車・バス 15

人､自転車・電車 51 人､自転車・バス３人、

自転車・電車・バス１人） 

送迎 １人 

その他 14 人 

津波浸水エリア内居住生徒数 

104 人(焼津・大井川・小川・和田・港中学

校区、吉田中学校区、相良・榛原・御前崎中

学校区、中島・長田南中学校区、浜岡中学校

区） 

ＵＰＺ・ＰＡＺ内居住生徒数 447 人(静岡市以東３人を除く全生徒） 

火山避難エリア内居住生徒数 ０人 

支援を要する生徒等 歩行困難者１人 
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(２) 教職員の参集基準 

① 勤務時間外における災害発生時の参集基準 

状況 応急対策要員 その他の職員 

地震 

突
発
地
震 

学校が所在する地域で震度４以下の

地震が発生したとき 

安全に留意し、連絡が

取れる状態を確保 

安全に留意し、連絡が

取れる状態を確保 

学校が所在する地域で震度５弱又は

５強の地震が発生したとき 
所属校へ参集 

安全に留意し、連絡が

取れる状態を確保 

学校が所在する地域で震度６弱以上

の地震が発生したとき 
所属校へ参集 所属校へ参集 

南
海
ト
ラ
フ
地
震
臨
時
情
報 

「調査中」が発表されたとき 
安全に留意し、連絡が

取れる状態を確保 

安全に留意し、連絡が

取れる状態を確保 

「巨大地震注意」が発表されたとき 校長等の指示により参

集 「巨大地震警戒」が発表されたとき 

「調査終了」が発表されたとき 
安全に留意し、連絡が

取れる状態を確保 

津波 

津波注意報が発表されたとき 
安全に留意し、連絡が

取れる状態を確保 

安全に留意し、連絡が

取れる状態を確保 

津波警報が発表されたとき 避難安全確保後に校長

等の指示により参集 

避難安全確保後に、連

絡が取れる状態を確保 大津波警報が発表されたとき 

風水害 

警戒レベル３相当 

（大雨警報 洪水警報 氾濫警戒情報） 

安全に留意し、連絡が

取れる状態を確保 

安全に留意し、連絡が

取れる状態を確保 

警戒レベル４以上 

（校区内の地区に避難情報（例：避難

指示）発令） 

避難安全確保後に 

校長の指示により参集 

避難安全確保後に、連

絡が取れる状態を確保 

火山噴火 

火山の状況に関する解説情報（臨時）

が発表されたとき：（富士山） 

伊豆東部の地震活動の見通しに関す

る情報が発表されたとき：（伊豆東部

火山群） 

安全に留意し、連絡が

取れる状態を確保 

安全に留意し、連絡が

取れる状態を確保 

噴火警戒レベル３ 

避難安全確保後に校長

等の指示により参集 

避難安全確保後に、連

絡が取れる状態を確保 

噴火警戒レベル４ 

噴火警戒レベル５（噴火前） 

噴火警戒レベル５（噴火後） 

※1 参集連絡があった場合でも自らの安全を最優先し無理な参集は避け、周囲及び参集先経路等の

安全確認後に可能な限り参集すること。 

※2(1) 静岡県災害対策本部運営要領では震度５強以上の地震発生時に情報収集、連絡活動を行う、

警戒体制がとられる。 

(2) 勤務時間外に震度５強以上の地震が発生した場合、地震災害応急対策要員は直ちに出勤の上､ 
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学校施設の管理・点検を行う。 

(3) 震度６弱以上の地震が発生した場合は、原則として全教職員が地震被害対策活動に当たること

になるが、教職員も罹災者となる可能性があり、また道路・交通網の途絶などにより速やかに出勤

できない場合も予想される。この場合、可能な限り学校と連絡を取りつつ、事前に決めた最寄りの

県立学校へ出勤し、支援業務に就くこととする。 

(4) 生徒、教職員の被害状況の確認、災害対策本部からの広報連絡等災害時において必要とされる

情報の収集､ 伝達、島田市災害対策本部、県教育委員会、保護者、消防署、警察署、医療機関等と

必要に応じて連絡をとる。 

 

② 勤務時間外に参集した場合等の対応 

※それぞれの災害に応じ、以下の業務を応急対策要員が実施 

管理職が災害規模に応じた対応を指示する。 

□ 災害対策本部の開設 

□ 地震や被害に関する情報収集 

□ 必要に応じて被害状況を教育委員会に報告 

□ 生徒・教職員の安否確認 

□ 施設の安全点検 

□ 学校周辺交通状況の確認 

□ 電気、水道等のライフラインの確認 

□ 授業等実施の判断 → 生徒・保護者・教職員への連絡 

□ 避難者対応の支援（学校が避難所となった場合） 

 

(３) 教育活動の実施基準 

① 地震関連 

状 況 基 準 

地震 

南海トラフ地震臨時情報 

調査中 □ 原則通常授業 

巨大地震警戒 

【事前避難地域対象校】 

※下記ＵＲＬ参照 

□ 直ちに教育活動中止 

（1週間程度の休校） 

【上記以外の学校】 

□ 原則通常授業 

巨大地震注意 □ 原則通常授業 

調査終了 □ 原則通常授業 

学校が所在する地域で震度５弱以上の地震が

発生したとき 

直ちに教育活動を中止 

学校が所在する地域で震度４以下の地震が発

生したとき 

□ 通常授業、ただし状況に応じて授

業中止 

※事前避難対象地域については、以下の静岡県ＨＰから確認すること 

（ https://www.pref.shizuoka.jp/bosaikinkyu/sonae/earthquake/nankaitorafu/1035947.html ） 
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② 気象注意報・警報・特別警報 

情報 授業 対応 

注意報 

強風 

大雨 

洪水 

平常 

授業 

□今後の気象情報や地域の実情等を家族と相談し、安全に登校

できることを確認した上で登校 

□安全に登校することが心配される場合は学校に連絡の上自

宅に待機し、状況を見て登校 

警 報 

暴風 
授業 

中止 

□午前６時の時点で島田市または居住市町に警報が発表され

ている場合は午前 11時まで自宅で待機 

□午前 11 時の時点で警報が解除されていない場合は「１日休

校」 

□午前 11 時の時点で警報が解除されている場合は安全に登下

校できることを確認した上で午後の授業に間に合うように登

校 

□安全に登校することが心配される場合は学校に連絡の上自

宅に待機し、状況を見て登校 

大雨 

洪水 

平常授業 

又は 

授業中止 

□今後の気象情報や地域の実情等を家族と相談し、安全に登校

できることを確認した上で登校 

□安全に登校することが心配される場合は学校に連絡の上自

宅に待機し、状況を見て登校 

その他 

気 象 警

報 

平常授業 

又は 

授業中止 

□安全に登下校できることを確認した上で登校（確認できない

場合は学校に連絡の上自宅待機） 

□市町から出される避難情報（次ページ）に留意し、安全を確

保できない場合は、自宅待機または、休校 

特別警報 

大雨 

暴風 

暴風雪 

大雪 

授業中止 
※危機管理マニュアル P30 

（３）特別警報発表時における対応 「気象等」を参照 

※ 生徒の安全を最優先とし、生徒が利用する公共交通機関の運行状況を適宜確認し、登下校

に支障が生じないよう柔軟な対応を行う。 

※ 気象庁や市町から発表される情報(警報レベル・土砂災害警戒情報)を考慮する。 

 

③ 原子力災害 

 警戒事態 施設敷地緊急事態 全面緊急事態 

UPZ 内学校 

＜登校前・登校時＞ 

□ 休校 

＜在校時＞ 

□ ただちに教育活動を中止 

＜登校前・登校時＞ 

□ 休校 

＜在校時＞ 

□ただちに教育活動を中止 

＜登校前・登校時＞ 

□ 休校 

＜在校時＞ 

□ ただちに教育活動を中止 
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④ 津波警報・注意報発表時の教育活動実施基準 

 

⑤ 噴火警報レベルに応じた教育活動実施基準 

 レベル 教育活動実施基準 下校・引渡しのルール 

噴火警報（居住地域） 

又は 

噴火警報 

レベル５ ＜登校前・登校時＞ 

□ 休校 

＜在校時＞ 

□ 休校措置 

□ 下校又は引渡し 
レベル４ 

噴火警報（火口周辺） 

又は 

火口周辺警報 

レベル３ 

＜登校前・登校時＞ 

□ 原則として休校 

＜在校時＞ 

□ 原則として速やかに休校措置 

□ 下校又は引渡し 

レベル２ □ 通常授業 □ 通常どおり 

噴火予報 レベル１ □ 通常授業 □ 通常どおり 

※各学校、児童生徒の実状及び周辺の状況（避難対象エリア）を踏まえた検討が必要 

※静岡県における火山噴火は、富士山及び伊豆東部火山群が想定されている。 

※「富士山火山避難基本計画」にて、第１～６次避難対象エリアの学校は、富士山噴火警戒レベルが３

に引き上げられた段階で、原則として速やかに休校等の措置を行うことになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意報・警報 教育活動実施基準 

津波注意報 

＜登校前・登校時＞ 

□ 通常授業、ただし状況に応じて休校 

＜在校時＞ 

□ 通常授業、ただし状況に応じて授業中止 

□ 沿岸部での活動は中止 

津波警報 ＜登校前・登校時＞ 

□ 休校 

＜在校時＞ 

□ ただちに教育活動を中止 

大津波警報 
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(４) 職員の配備体制 

① 災害対策本部と各班の業務 
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② 校長及び管理職不在時の対応 

□ 可能な限り校長と連絡をとり、判断を仰ぐ（緊急時は権限委譲者の判断） 

□ 校長との連絡不通を想定し、「災害対策本部」担当上位から権限移譲の優先順位とする。 

(５) 情報の収集方法 

 

 

 

 

 

 

 

災害関連情報 

（ＮＨＫ） 

台風情報 

（気象庁） 

警報・注意報 

（気象庁） 

土砂災害危険度分布 

（気象庁） 

 

 

 

 

 

   

洪水危険度分布 

（気象庁） 

浸水害危険度分布 

（気象庁） 

雨量情報 

（静岡県土木防災情報） 

キキクル 

（気象庁） 

    

静岡県ＧＩＳ 

（静岡県） 

重ねるハザードマップ 

（国土地理院） 

運行状況 

（ＪＲ東海） 

静岡県総合防災アプリ 

（静岡県） 

   

 

富士山ハザードマップ 雷ナウキャスト  
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【参考２】５段階の警戒レベルについて 

(令和３年５月 20 日から、避難指示で必ず避難。避難勧告は廃止されました) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考３】気象庁による防災気象情報と市町村の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 13 - 
 

③ 関係機関連絡先 ※この他の近隣医療施設は別紙「近隣医療機関一覧」参照 

関係機関 電話 ＦＡＸ 備考（メールアドレス等） 

教
育
委
員
会 

教育施設課 054-221-3116 054-221-3571  

高校教育課 054-221-3114 054-251-8685 kyoui_koukou@pref.shizuoka.lg.jp 

特別支援教育課 054-221-2090 054-221-3558 kyoui_tokushi@pref.shizuoka.lg.jp 

健康体育課 054-221-3176 054-273-6456 kyoui_kenkou@pref.shizuoka.lg.jp 

近
隣
校 

島田高校 0547-37-2188 0547-25-1744  

島田商業高校 0547-37-4167 0547-25-2341  

藤枝特別支援学校 054-636-1891 054-636-3241  

設
備 

危機管理課 0547-36-7320 
Fax 

0547-35-6000 
kikikanri@city.shimada.lg.jp 

都市基盤部水道課 0547-34-1590  水道 

中部保安協会藤枝営業所 054-641-6178  電気 

東海ガス 0547-36-3131  ガス 

警
察･

消
防 

島田警察署 0547-37-0110   

六合交番 0547-37-2009   

島田消防署 0547-37-0119   

消防署六合出張所 0547-33-0119   

医
療
機
関 

藤井病院 0547-35-2188 内科･循環器 水 PM･土 PM･日･祝日休診 

島田市立総合医療センター 0547-35-2111 総合病院 土・日・祝日休診 

あさやま眼科 0547-38-7221 眼科 土 PM･木･日･祝日休診 

なお歯科医院 0547-34-1500 歯科 水･日･祝日休診 

牧野耳鼻科 0547-37-5814 耳鼻科 土 PM･木･日･祝日休診 

志太榛原救急医療センター 054-644-0099 内科･小児科 
月～木 19:30～22:00 診療 

金～日 14:00～17:30 診療 

他 

ＰＴＡ会長 

※個人情報のため、非掲載 阿知ケ谷・岸町地区 

避難所運営本部長 

 

④ 保護者等への非常時の通信手段 

通信手段 説明・留意事項 

「C-learning」サポートページ https://shimada-th.c-learning.jp/t/support 

本校ホームページ http://www.edu.pref.shizuoka.jp/shimada-th/home.nsf/ 

伝言ダイヤル１７１ ＮＴＴ東日本による災害用伝言ダイヤル 
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品名 数量 単位 保管場所 備考 品名 数量 単位 保管場所 備考

トランシーバ 2 個 西階段下倉庫 火ばさみ 5 箱 防災倉庫 450×460×250

ハンドマイク 1 個 防災倉庫 土嚢袋 8 袋 防災倉庫

懐中電灯 6 個 西階段下倉庫 コンテナ 5 箱 防災倉庫 360×520×300

ラジオ 2 個 西階段下倉庫 ヘルメット（安全帽） 21 個 防災倉庫

メガホン 15 個 防災倉庫 レスキューシート 60 個 防災倉庫・西階段下倉庫

笛 40 個 防災倉庫 ガスバーナー 1 箱 防災倉庫 12個/箱

机 1 脚 防災倉庫 1500×900×850 ＥＰガスカートリッジ 2 箱 防災倉庫 24個/箱

脚立(鉄パイプ) 4 脚 防災倉庫 大1　小1 青ビニール 26 枚 防災倉庫 2.7Ｍ×3.6Ｍ（70×50×25）

一輪車 10 台 防災倉庫 おしぼり 2 箱 防災倉庫 12個/箱、150枚/個

エレガンスホーキ 20 本 防災倉庫 簡易トイレ(ボックス型) 4 箱 防災倉庫 5個/箱

熊手 2 箱 防災倉庫 250×250×1350 簡易トイレ(エア式) 3 個 防災倉庫

石み 45 個 防災倉庫 400×400×150 長靴 56 足 防災倉庫

車止め 3 個 防災倉庫 安全靴 11 足 西階段下倉庫

発電機 1 台 防災倉庫 ガソリン式 スリーピングバック 5 袋 防災倉庫

照明装置 1 機 防災倉庫 防水シート 1 〆 防災倉庫 小型１０本入

コードリール 1 台 防災倉庫 30m 防水シート 2 箱 防災倉庫 大型１０本入

万能ジャッキ 4 個 防災倉庫 ロープ（３０ｍ） 4 束 防災倉庫

ボルトクリッパー 2 個 防災倉庫 救急カバン 3 箱 防災倉庫

バンドカッタ 5 丁 防災倉庫 担架 2 台 防災倉庫

バール 11 丁 防災倉庫 大5　小6 副木 防災倉庫 小 中 大 特大 各10

鋸 3 丁 防災倉庫 三角巾 100 枚 西階段下倉庫

つるはし 3 丁 防災倉庫 包帯 4 巻 西階段下倉庫 ４裂９ｍ

ハンマ 3 丁 防災倉庫 精製水 10 本 西階段下倉庫

携帯用スコップ 10 丁 防災倉庫 脱脂綿 20 包 西階段下倉庫 500g/包

軍手 60 個 防災倉庫 滅菌ガーゼ 36 枚 西階段下倉庫 大 中 小 各12

皮手袋 50 組 防災倉庫 ガーゼ 20 個 西階段下倉庫 長さ１０ｍ、幅３０ｃｍ

梯子 2 台 防災倉庫 大1　小1 絆創膏 5 箱 西階段下倉庫 9ｍｍ×10ｍ、１０ヶ

テント 2 張 部室棟 絆創膏 20 箱 西階段下倉庫 12ｍｍ×5ｍ、１０ヶ

ジョレン、鍬 18 丁 防災倉庫 油紙 2 箱 西階段下倉庫

プラカード 35 枚 防災倉庫 止血帯 2 袋 西階段下倉庫

スチール戸棚 1 台 防災倉庫 800×500×900　 硼酸 5 箱 西階段下倉庫 ３g×１２錠

スチール戸棚 1 台 防災倉庫 800×500×900 中性洗剤 2 本 東階段下倉庫

屑籠 5 個 防災倉庫 台所用洗剤 2 本 東階段下倉庫

ポリバケツ 30 個 防災倉庫 ガラス用洗剤 2 本 東階段下倉庫

たらい 1 個 防災倉庫 ゴミ袋 2 箱 東階段下倉庫 島田市指定袋

鎌 2 箱 防災倉庫 ゴミ袋 2 箱 東階段下倉庫 半透明

(６) 備品・備蓄品 

本校における事故・災害時に備えた備品・備蓄品については、以下「備品・備蓄品一覧」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校長は、担当教職員に指示して、毎年１回(８月)に備品・備蓄品の消費期限の確認・補充、動作

確認等の管理を確実に実施する。 
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(７) 防災訓練・防災教育計画 

 

① 訓練計画 

 日時 訓練名 訓練内容 

１回 ４月７日 地区別集合訓練 地区の担当職員・生徒の確認と地区長・副地区長の選出 

２回 12月 18日 火災避難訓練 火災時の避難経路による避難訓練を実施 

 

② 避難経路図 
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③ 学校周辺地図（住宅地図可） 

 

 

④ 洪水時の活動方針 

 体制確立の判断時期 活動内容 対応要員 

注意体制 

洪水注意情報 

栃山川水系東光寺谷川氾

濫注意情報 

大津谷川氾濫注意情報 

情報収集 災害対策本部 

警戒体制 

避難準備・高齢者等避難 

栃山川水系東光寺谷川氾

濫警戒情報 

大津谷川氾濫警戒情報 

情報収集、資器材準備、要

配慮者の避難誘導、保護者

への連絡・引渡しの開始 

災害対策本部、生徒班、保

護者対応班、施設管理班 

非常体制 

避難勧告・避難指示 

栃山川水系東光寺谷川氾

濫危険情報 

大津谷川氾濫危険情報 

施設全体の避難誘導、緊急

的な避難の実施 

災害対策本部、生徒班、保

護者対応班、施設管理班 
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(８) 施設設備安全点検 

① 避難経路・避難場所の点検 

□ 分かりやすい案内や表示があるか。 

□ 避難経路に障害物がないか。 

□ 災害の種類、状況に対応した複数の避難経路と避難場所が確保されているか。 

□ 生徒等の発達段階や地域の自然的環境・社会的環境を踏まえているか。 

□ 近隣住民や帰宅困難者の避難を想定しているか。 

□ 実地見分を行っているか。 

□ 学校等の定めた避難経路、避難場所を生徒等や保護者に周知しているか。 

② 非構造部材の点検 

天井 □ 天井材（仕上げボード）に破損等の異常は見当たらないか。 

照明器具 □ 照明器具に変形、腐食等の異常は見当たらないか。 

窓ガラス □ 窓ガラスにひび割れ等の異常はないか。 

外壁（外装材） 
□ 開閉可能な窓の鍵はかかっているか。 

□ 外壁にひび割れ等の異常は見当たらないか。 

収納棚等 □ 書庫等は取付金物で壁や床に固定しているか。 

【参考：施設及び設備の安全点検に関する法的根拠等】 

種類 内容 対象 法的根拠 

定期

点検 

□ 毎学期１回以上 

□ 計画的に、また教職員全

員が組織的に実施 

□ 生徒等が使用する 

施設・設備及び防火、防災、

防犯に関する設備等 

（学校保健安全法施行

規則第 28条第１項） 

毎学期１回以上、生徒

等が通常使用する施設

及び設備の異常の有無

について系統的に行わ

なければならない。 

□ 毎月１回 

計画的に、また教職員全員が

組織的に実施 

※荷物棚等が固定され、落下

の恐れがないか要確認 

※廊下で固定されていない

長机等が動いてくる可能性

がないか要確認 

□ 生徒等が多く使用する

校地、運動場、教室、特別

教室、廊下、階段、昇降口、

屋上、便所、手洗い場、ベ

ランダ、給食室等 

臨時

点検 

□ 運動会や体育祭、文化祭

等の学校行事の前後 

□ 暴風雨、地震、近隣で火

災等の災害時 

□ 近隣で危害のおそれのあ

る犯罪（侵入や放火など）等

の発生時 

□ 必要に応じて設定 （同第 28条第２項） 

必要があるときは、臨

時に安全点検を行う。 

日常

点検 

□ 毎授業日ごと □ 生徒等が最も多く活動

を行うと思われる箇所 

（同第 29条） 

設備等について日常的

な点検を行い、環境の

安全の確保を図らなけ

ればならない。 
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③ ヒヤリ・ハット、気付き報告（教職員、児童生徒、保護者、地域等） 

学校生活を送る中で、あるいは教育環境や教育活動全般において、以下のような事態が発生した

場合には、事故報告書や「ヒヤリ・ハット、気付き報告様式」を用いて報告し、必要に応じて修理

等対策を講じる。なお、報告者は教職員だけでなく、児童生徒、保護者、地域住民、関係者等を含

むものとし、情報を受け取った教職員は代理で様式に記録する。 

 

□ 事故や怪我には至っていないが「ヒヤリ」とした体験をした。 

□ 潜在的なリスクに気づいた。 

 

 

④ 危険箇所の分析・管理 

把握した危険箇所について、校内にて対応可能なものは速やかに改善措置を取り、その旨記録す

る。 

校内のみでの対応が困難なものについては、以下の方針で分析・対策・管理する。 

 

□ 危険箇所をそのままにした場合に起こりうる事故・被害を具体的に想定する。 

□ 想定結果が重大なものから優先的に対応を取る。 

 

⑤ 事故報告書の提出 

事件事故が発生した場合は、児童生徒事故報告書を県教育委員会に提出する。また「学校事故対

応に関する指針（文部科学省）」を参考に適切に事故対応すること。（ＮＥＳ「教育委員会要綱・要

領」ＤＢ参照） 

 

 

 

 

ヒヤリ・ハット、気付き報告様式（例） 

報告者 

□ 教職員 □ 児童生徒 □ 保護者 □ 地域住民  

□ 関係機関（             ） 

報告者名（代理報告者名）  

発生日時 年  月  日（  ）  時  分頃 

発生場所  

事象・気付き 

の内容 
 

事象・気付き 

に対する措

置 
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⑥ 施設・設備配置図（学校配置図等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教室 

教室 教室 

教室 
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(９) 避難所対応 

① 市町から発令される避難情報について 

区分 立ち退き避難が必要な住民に求められる行動 

避難準備・

高齢者等 

避難開始 

・避難行動に時間を要する者(乳幼児や特別支援学校の生徒)は立ち退き避難する。 

・上記以外の住民等は立ち退き避難の準備を整える。 

・状況に応じて自発的に立ち退き避難する。特に土砂災害においては、避難準備が

整い次第、土砂災害に対応した開設済みの指定緊急避難場所へ避難することが望ま

しい。 

避難勧告 

・立ち退き避難する。 

・指定緊急避難場所への移動がかえって危険と判断する場合は、近隣の安全な場所

への避難や屋内での安全確保措置をとる。 

避 難 指 示

（緊急） 

・立ち退き避難中の人は確実に避難を完了する。 

・避難勧告の対象地域でまだ立ち退き避難をしていない人は速やかに避難を開始す

る。 

・市町からの避難情報は一定の範囲で発令されるため、状況によっては屋内での安

全確保の方が適切な場合もあることに留意する。 

 

② 阿知ヶ谷・岸・東光寺地区避難所運営会議 

本校は、阿知ヶ谷・岸・東光寺地区の避難所となる。地区防災委員、市役所地区防災担当者、本

校職員合同による避難所運営会議を本校生活館で年５回実施する。 

 

③ 避難所運営における施設管理者となる学校の役割 

「避難生活の手引き」（静岡県危機管理部） 
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④ 避難所の施設管理者として確認すべきこと 

確認事項 

□ 自主防災組織、施設管理者（学校等）と市町防災部局との連絡先（勤務時間外を含む） 

□ 施設管理者として、避難者に提供できる施設やスペース、使用可能な機材 

□ 避難所用備蓄品・機材等の保管場所（市町等が準備した備蓄品等の保管スペースの提供） 

□ 避難所施設の鍵の保持者氏名と連絡先 
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３ 災害対策について 

(１) 地震災害対策 

① 地震災害発生時の教育活動実施基準 

状 況 基 準 

地震 

南海トラフ地震

臨時情報 

調査中 □ 原則通常授業 

巨大地震警戒 □ 原則通常授業 

巨大地震注意 □ 原則通常授業 

調査終了 □ 原則通常授業 

学校が所在する地域で震度５弱以上の

地震が発生したとき 

□ 直ちに教育活動を中止 

学校が所在する地域で震度４以下の地

震が発生したとき 

□ 通常授業、ただし状況に応じて授業中

止 

 

② 大規模地震発生時の対応 

発
生
直
後
の
安
全
確
保 

□ 生徒に対し明確な指示を出す。 

「落ちてこない・倒れてこない・移動してこない」場所に身を寄せる 

教室 

頭を守る 

机の下に隠れる（机の脚を持つ） 

外に飛び出さない 

廊下・階段 ガラスに注意して中央で伏せる 

体育館 落下物に注意して中央で伏せる 

グラウンド 校舎から離れ中央で伏せる 

□ 火気の消火（電源を切り・ガスの元栓を閉める） 

□ 出入口を確保する。 

避
難
誘
導 

一次避難場所：グラウンド 

（※津波の襲来が予想される場合は、校舎上層階への垂直避難も検討） 

□ 生徒の状況を把握する。 

□ 生徒に対し明確な指示を出す。 

「押さない・走らない（※）・しゃべらない・戻らない」 

防災ずきん等で頭部を保護する 

余計な荷物を持たず、上履きのまま行動する 

※津波避難の場合は走ることもある 

□ 名簿、引渡しカード、ホイッスル等を携行し、生徒を安全な場所に誘導する。 

□ 普通教室以外の場所にいる生徒の所在に配慮する。 

□ 隣接クラスが連携して避難し、集団の前後に教職員を配置する。 

□ 階段移動時は必ず手すりを持つこと。 

□ 生徒の不安の緩和に努める。 

□ 避難の際に支援を要する者への対応に配慮する。 

□ 校内にいる人員の状況を把握する（点呼・欠席者・負傷者等）。 

□ ２次災害等の危険が予想された場合は直ちに安全な場所に避難する。 

 

 

避難完了後は、災害対策本部を設置し、各班の対応行動を開始する。 
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「教職員のための危機対応ＢＯＯＫ」（静岡県教育委員会） 

③ 南海トラフ地震臨時情報 

【「南海トラフ臨時情報」の発表条件】 
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【「南海トラフ地震臨時情報」における防災対応】 
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【学校における防災対応の留意事項】 

計画に記載すべき留意事項 個別の留意事項 

〇幼稚園、小・中学校等にあっては、児童生徒等に

対する保護の方法について対策計画に明示するも

のとする。この場合において、学校の置かれている

状況等に応じ、児童生徒等の保護者の意見を聴取す

る等、実態に即した保護の方法を定めるよう留意す

るものとする。 

〇事前避難対象地域に位置する学校

は、避難勧告等が発令された場合、

児童生徒等の安全確保のため、臨時

休業等の適切な対応をとる。 

（内閣府 「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン」抜粋 H31.3） 
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④ 南海トラフ地震臨時情報が発表された場合の学校の対応 
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(ア) 「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」発表時の学校の対応 

実施項目 実施者 

□ 原則通常授業 

□ 応急対策要員による情報収集 

□ 校内放送等による連絡 

 

□ 災害対策本部 

□ 災害対策本部 

 

(イ) 「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）」発表時の学校の対応（事前避難地域の学校対応） 

実施項目 実施者 

□ 授業中止 （１週間程度の休校）の決定 

□ 教育委員会との連絡調整 

□ 地震への備えの再確認 

（集団下校する場合） 

□ 集団下校班の編成 

□ 集団下校路の確認 

□ 保護者への休校及び集団下校の連絡 

（引渡しをする場合） 

□ 保護者への休校及び引渡し場所の連絡 

□ 保護者引き渡し時の身元確認 

□ 保護者引き渡し後状況把握 

□ 災害対策本部 

□ 災害対策本部 

□ 全職員 

 

□ 生徒班 

□ 生徒班 

□ 災害対策本部 

 

□ 保護者対応班 

□ 保護者対応班 

□ 保護者対応班 
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(ウ) 「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）」発表時の学校の対応（事前避難地域以外の学校対応） 

実施項目 実施者 

□ 原則通常授業 

□ 教育委員会との連絡調整 

□ 保護者への学校対応の連絡 

□ 地震への備えの再確認 

 

□ 災害対策本部 

□ 災害対策本部 

□ 全職員 

(エ) 「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）」発表時の対応 

実施項目 実施者 

□ 原則通常授業 

□ 教育委員会との連絡調整 

□ 保護者への学校対応の連絡 

□ 地震への備えの再確認 

 

□ 災害対策本部 

□ 災害対策本部 

□ 全職員 

 

⑤ 地震への備えの再確認事項 

日頃の備え 再確認事項 
確認方法または 

確認者 

地震災害への対応 

□ 参集基準・教育活動実施基準 

□ 各班の人員・役割 

□ 緊急連絡先 

□ 安否確認方法 

□ 引渡し方法 

□ 保護者への連絡（内容・方法・タイミング） 

□ マニュアル等で教

職員の共通理解 

持出品や備蓄品、機

材の確認 

□ 頭部を保護するもの 

□ 避難行動に役立つもの 

□ 生活に役立つもの 

□ 救護に役立つもの 

□ 施設管理班による安

全点検 

生徒の安全 

□ 避難経路・避難場所 

□ 登下校路の安全確認 

□ 照明器具窓ガラスなどの非構造部材 

□ 収納棚などの転倒防止対策 

□ 各班で確認 

⑥ 生徒の引渡し及び待機 

(ア) 引渡しのルール 

状 況 基 準 

学校を含む

地域の震度 

震度４強

以下 

□ 原則として下校させる。（地区ごと集団下校等） 

□ 交通機関に混乱が生じている場合や、通学路の安全が確認で

きない場合は学校で待機させる。 

震度５弱

以上 

□ 原則として、安全が確認できるまでは学校で待機させる。 

□ 安全が確認されたら、保護者への引渡し・集団下校等、地震

の規模、被災状況に応じて適切に判断する。 
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(イ) 引渡しにおける留意事項 

□ 保護者への引渡しが困難な場合を想定し祖父母や親戚等も含め、複数の引受人を把握してお

く。 

□ 地域ごと集団で下校させるなど、安全確保上の配慮を徹底する。 

□ 生徒の下校後の状況把握に努める（避難先・家族や自宅の被害等）。 

□ 保護者に引渡した後においても、安全に帰宅できることが確認されるまでは保護者とともに

学校に留め置くなどの対応も必要である。 

 

(ウ) 引渡し手順 

 災害対策本部 生徒・保護者対応班 

事

前 

① 引渡し場所（生徒等待機場所）決定 

②保護者を誘導・引渡し方法説明 

①緊急連絡カード・引渡し名簿準備 

②生徒を待機場所へ移動 

引

渡

し 

 ③緊急連絡カードの照合 

④引渡し後の連絡先の確認 

⑤引渡し状況の報告 

事

後 

② 引渡し状況の集約 

④引渡しが完了していない生徒の保護 ⑥引渡しが完了していない生徒の保護 

【学校待機の留意点】 

□ 長時間の待機又は宿泊施設の確保 

□ 食料・寝具の確保 

□ 生徒の身体的・精神的ケア 
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(エ)  緊急時引渡しカード 

緊急時引渡しカード            

学年・組・氏名   年  組  番   氏名                （男 女） 

住所 〒 

 

上記住所における避難

所等 

（避難場所）  

（避難所）  

本校在学兄弟等   年  組  番   氏名                （男 女） 

 年  組  番   氏名                （男 女） 

緊急時の引受人（実際に学校に迎えに来る人・保護者以外を含む） 

順位 引受人名 本人との関係 電話番号 

１ 

  （自宅） 

（携帯） 

（ﾒ ｰ ﾙ） 

（その他・職場等） 

２ 

  （自宅） 

（携帯） 

（ﾒ ｰ ﾙ） 

（その他・職場等） 

３ 

  （自宅） 

（携帯） 

（ﾒ ｰ ﾙ） 

（その他・職場等） 

 太枠内は引受人が署名 

引受人署名 引渡し日時 引渡した教職員 

         月  日 

 時  分 

 

引渡し後の連絡先 （ □ 自宅  □ 自宅以外 ） 
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(２) 風水害対策 

① 平常時の対策 

□ 立地環境と災害予測（各種ハザードマップ等を確認し、予測される災害をマニュアルに明記） 

□ 気象情報の収集（静岡地方気象台 HP／サイポスレーダー／静岡県地理情報システム 等） 

□ 防災設備等の確認、必需品の備蓄 

□ 授業等の実施基準の決定と保護者等への周知 

□ 初動体制の確立 

□ 連絡体制の確立（教職員、生徒、保護者、行政・防災関係機関） 

□ 避難先、避難経路等の確認 

□ 避難訓練の実施 

 

② 教育活動の実施基準 

危機管理マニュアル P.10 教育活動の実施基準(2)「気象注意報・警報」参照 

 

③ 特別警報発表時における対応 

種 類 対 応 

気 象 等 

県内全域又は学校所在地

の市町に特別警報が発表

された場合 

特別警報が解除され、かつ安全が確認されるまで、原

則として教育活動は中止し、生徒および教職員の安

全確保を徹底する。 

学校所在地以外の県内市

町に特別警報が発表され

た場合 

学校が所在する市町に対し、特別警報が発表されて

いない場合であっても、生徒の居住地や通学状況等

に十分配慮した上で、教育活動の実施について適切

に判断する。 

津    波 大津波警報発表時の対応とする。 

火山噴火 噴火警報発表時の対応とする。 

地 震 動 緊急地震速報発表時の対応とする。 

（対応方針） 

「特別警報」は、「警報」の発表基準をはるかに超える数十年に一度の大災害が起こると予想さ

れる場合に発表され、対象地域の住民に対して最大限の警戒を呼びかけるものであることから、

各学校においても生徒及び保護者に対し、「命を守る行動」を最優先するよう指導・周知する。 

生徒の帰宅又は保護者への引き渡しについては、特別警報が解除された後に行う。 

その際、公共交通機関、道路及び生徒の居住地等の安全を確認の上、帰宅させ、帰 

宅困難な生徒がいる場合には学校で待機させる等の対応をとる。 
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④ 気象警報等が発表された場合（又は発表が予見される場合） 

 

(ア) 生徒在校時の対応 

１ 警報等発表時（又は警報等の発表が予見できたとき） 実施者 

□ テレビ、ラジオ、インターネット等からの情報収集体制強化 

□ 指示・連絡体制の確認 

□ 教職員及び生徒への定期的な情報提供開始 

□ 周辺校や関係機関との情報共有 

□ 災害対策本部 

２ 授業中止等の対応の検討・決定 実施者 

□ 教職員及び生徒に連絡 

※授業を継続する場合は情報収集・提供を継続 

□ 直ちに各 HR教室へ移動(垂直避難の実施) 

□ 教育委員会等への報告 

□ 災害対策本部 

□ 生徒班 

□ 災害対策本部 

３ 下校対応 実施者 

□ 通学路、交通機関等の状況を把握 

 （安全が確認できた場合） 

  注意喚起をした上で、状況が悪化する前に速やかに下校させる 

（安全が確認できない場合） 

  留置き、引渡し等の措置の検討、実施 

（必要に応じて） 

  保護者への連絡 

□ 施設管理班 

 

□ 生徒班 

 

□ 災害対策本部 

 

□ 保護者対応班 

 

(イ) 生徒不在時の対応  ※参集した応急対策要員が以下の業務を実施 

１ 警報等発表時（又は警報等の発表が予見できたとき） 

□ テレビ、ラジオ、インターネット等からの情報収集体制強化 

□ 指示・連絡体制の確認 

□ 必要な教職員の参集（管理職等） 

□ 周辺校や関係機関との情報共有 

□ 生徒、保護者への連絡方法の確認 

２ 休校等の対応の決定・連絡 

□ 各校の授業等の実施基準に基づき対応を決定 

□ 必要に応じて生徒、保護者等に連絡 

 ※1章-６-（３）保護者等への非常時の通信手段の確保を参照 

□ 教育委員会への報告 

静岡県立学校管理規則第３条第２項 

「非常変災その他急迫の事情のため臨時に、授業の一部又は全部を行わない場合は、 

校長は、直ちにその旨を教育委員会に報告しなければならない」 
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⑤ 積乱雲の発生にともなう「竜巻」「雷」「局地的大雨」への対応           

 

「教職員のための危機対応ＢＯＯＫ」（静岡県教育委員会） 
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(３) 原子力災害対策 

① 原子力災害対策の基礎知識                            

「原子力防災のしおり 平成 29年 3月」（静岡県） 
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（学校の場合） 

□ 教室等の全ての窓やカーテンを閉め、換気扇等を止める。 

□ 避難等に備え、マスク配布の準備をする。 

□ 長時間の屋内退避においては、特に体調や気持ちの変化に配慮する。 

□ 自治体等からの指示に迅速に対応できるよう、身支度を整えさせる。 

□ 今後の動きや留意点(保護者への引渡し・避難・家族との合流、防護対策等)を生徒に説明する。 

□ 一斉メール等を活用し、学校の対応（屋内退避）等について保護者に連絡する。 
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② 浜岡地域原子力災害広域避難計画 

 

(ア) 避難先市町（県内の避難先及び協議をしている都県、市区町村） 

避難先１：原子力災害が単独で発生した場合等 

避難先２：大規模地震との複合災害などで避難先１に避難できない場合 

 PAZ UPZ 避難先１ 避難先２ 

御前崎市 ○  静岡県（浜松市） 長野県（松本地域、北安曇地域、長野地域、

北信地域）※ 

牧之原市 △  山梨県（甲斐市、中央市、南アルプス

市、昭和町、市川三郷町） 

長野県（佐久地域、上小地域）※ 

 △ 山梨県（甲府市、笛吹市、甲州市、山

梨市、北杜市、富士吉田市、都留市、

大月市、上野原市、韮崎市、富士河口

湖町、富士川町、身延町、南部町） 

群馬県（高崎市、沼田市、渋川市、藤岡市、

富岡市、安中市、榛東村、吉岡町、下仁田

町、甘楽町、玉村町） 

島田市  △ 静岡県（静岡市、川根本町、富士市、

沼津市、長泉町、清水町、函南町、伊

豆の国市、伊豆市、下田市、東伊豆町、

河津町、松崎町、西伊豆町、南伊豆町） 

東京都（特別区、市町村（島しょ部を除く）） 

藤枝市  △ 
神奈川県（全 33 市町村） 

埼玉県（全 63 市町村） 
焼津市  ○ 

静岡県（三島市、裾野市、御殿場市、

小山町、熱海市、伊東市） 

吉田町  ○ 静岡県（静岡市、富士宮市） 群馬県（前橋市、伊勢崎市、太田市、桐生

市、みどり市） 

菊川市  ○ 静岡県（浜松市、湖西市） 

愛知県（豊橋市、田原市） 

富山県（高岡市、氷見市、砺波市、小矢部

市） 

掛川市  ○ 愛知県（岡崎市、碧南市、刈谷市、安

城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田

町、豊田市、みよし市、新城市、設楽

町、東栄町、豊根村、豊川市、蒲郡市） 

 

 

富山県（富山市、魚津市、滑川市、黒部市、

南砺市、射水市、上市町、立山町、入善町、

朝日町、舟橋村） 

袋井市  ○ 三重県（全 29 市町） 福井県（福井市、大野市、勝山市、鯖江市、

あわら市、越前市、坂井市、永平寺町、池

田町、南越前町、越前町） 

磐田市  △ 岐阜県（全 42 市町） 石川県（金沢市、小松市、加賀市、白山市、

能美市、野々市市、川北町、津幡町、内灘

町） 

森町  △ 静岡県（森町内） 静岡県（森町内） 

 PAZ・UPZの対象範囲が市町域の全域に及ぶ場合は〇、一部の場合は△ 
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※長野県の地域 

・松本地域：松本市、塩尻市、安曇野市、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村 

・北安曇地域：大町市、池田町、松川村、白馬村、小谷村 

・長野地域：長野市、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、飯綱町、小川村 

・北信地域：中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村 

・佐久地域：小諸市、佐久市、小海町、佐久穂町、南相木村、北相木村、軽井沢町、 

御代田町、立科町 

・上小地域：上田市、東御市、長和町、青木村 

 

(イ) 学校等の避難フロー（PAZ・UPZ 共通） 

 保護者への引渡し※1 

 

 

 

 

 

 

※１ 保護者への引渡しを原則とするが、引渡しが出来ない場合には、市町の指示によりバス等に 

より避難するものとする(バス等の確保は県が国の支援、交通関係機関の協力を受け行う｡)｡ 

（『浜岡地域原子力災害広域避難計画 令和７年８月修正』（静岡県危機管理部）参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バス等※1 

自家用車 

一時集合場所 
徒歩等 

学
校
等 

 

※2 
 

非難退域時 
 

検査場所 

避難所 

(UPZ 外) バス等 
自宅 
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③ 原子力施設において異常な事態が発生した場合に備えた学校の対応 

 

(ア) ＰＡＺ又はＵＰＺ圏内から通学している生徒への対応 

事前の準備 
□ 原子力発電所のある地域から通学している生徒がいる場合は名簿を作成し、

原子力災害発生時の対応について保護者と共通理解を図る。 

原子力施設に

おいて異常な

事態が発生し

た場合 

□ 災害発生状況を把握し、当該生徒に正確な情報を伝える。 

□ 原子力災害の場合、自家用車避難を原則とすることから、保護者と生徒が可

能な限り一緒に行動できるよう下校又は引渡しの時期を判断する。 

□ 下校又は保護者への引渡しができない場合は、学校で待機させ、教職員とと

もに行動する。 

 

(イ) ＵＰＺ内の学校における対応 

ＵＰＺ内の学校は、全面緊急事態まで進展した場合、自治体の指示に従い、生徒を引率して

避難することもありうるため、可能な限りそれ以前の段階での下校又は引渡しがなされるよう

努めること。 

 警戒事態 
施設敷地緊急事態 

（屋内退避準備） 

全面緊急事態 

（屋内退避） 

学校が直ち

に取るべき

対応 

□直ちに教育活動を中止 

□学校の対応を保護者に

連絡 

□下校又は引渡し 

□上記の対応を教育委員

会に連絡 

□直ちに教育活動を中止 

□屋内退避準備 

□学校の対応を保護者に

連絡 

□下校又は屋内での引渡

し 

□上記の対応を教育委員

会に連絡 

□直ちに教育活動を中止 

□屋内退避 

□学校の対応を保護者に

連絡 

□屋内での引渡し 

□上記の対応を教育委員

会に連絡 

下校又は引

渡しができ

ない生徒の

対応 

□学校等に留め置き □学校等の屋内に留め置

き 

□学校等の屋内に留め置

き 

 

(ウ) 下校・引渡しのルール（まとめ） 

 上段：警戒事態 中段：施設敷地緊急事態 下段：全面緊急事態 

 児童生徒の居住地 

ＰＡＺ内 ＵＰＺ内 ＵＰＺ外 

ＵＰＺ

【引渡し】

（※）自治体から避難指示が出るまでは可能な限り【引渡し】を継続 
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(４) 火山災害対策 

① 噴火警戒レベルと噴火警報 

富士山や伊豆東部火山群の火山活動に異常が観測された際には、気象庁から噴火警戒レベルや噴

火警報が発表され、これらに応じた避難の指示等が市町から伝えられる。 

 

予報 

警報 
レベル 火山活動の状況と住民等の行動 富士山 

伊豆東部

火山群 

噴
火
警
報 

レベル５ 

（避難） 

居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発生、

あるいは切迫している場合に発表されます。

危険な地域からの避難が必要です。 

○ ○ 

レベル４ 

（避難準備） 

居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発生

する可能性が高まっている場合に発表され

ます。警戒が必要な地域からの避難や避難準

備が必要です。 

○ ○ 

火
口
周
辺
警
報 

レベル３ 

（入山規制） 

居住地域の近くまで重大な影響を及ぼす噴

火が発生、あるいは発生すると予想される場

合に発表されます。危険な地域への立ち入り

が規制されます。 

○ （※） 

レベル２ 

（火口周辺規制） 

火口周辺に影響を及ぼす噴火が発生、あるい

は発生すると予想された場合に発表されま

す。火口周辺への立ち入りが規制されます。 

（※） （※） 

噴火予報 
レベル１ 

（ 活 火 山 で あ る こ と に 留 意 ） 

火山活動は静穏な状況です。特別な対応は必

要ありません。 
○ ○ 

※ 噴火の可能性が高まっていく段階では、富士山ではレベル３以上、伊豆東部火山群では、レベ

ル４以上が発表される。 

 

 

（参考）避難方法について  

【富士山火山】 

富士山火山広域避難計画【対策編】では、溶岩流等からの避難は、自家用車等による避難

が基本とされている。 

【伊豆東部火山群】 

伊豆東部火山群の伊東市避難計画では、居住地から噴火による影響範囲の外までの移動は、

自主防災組織単位での徒歩による避難が基本とされている。 
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(５) 火災対策 

① 火災予防対策                                  

火災の予防に関しては、消防法第８条第１項に基づき多くの学校で「消防計画」が定められてい

る。学校で火災予防のため消防計画に定めておくべき事項としては、以下のような事項が挙げられ

る。 

 

② 火災発生時の対応                                  

火災発生時には、基本的に消防計画に定められた対応を取ることになるため、予め避難訓練や消

火訓練等を通じて身に付けておく。 

特に、火災発生の初期段階に取るべき対応については、以下の内容を簡潔・具体的なフロー図の

形で整理し、毎年行うことが義務付けられている消防訓練（通報・消火・避難の訓練）で利用する。 

 

③ 火災発生時の避難場所 

一次避難場所 グラウンド 

 

 

 

 

 

 

 

・ 予防管理組織（防火管理者や火元責任者） 

・ 建物等の自主検査 

・ 教職員等の遵守すべき事項（火気管理、放火防止、避難管理） 

・ 消防用設備等の法定点検の実施 

・ 火災等の災害に対する自衛消防活動 

・ 教育訓練 

・ 消防機関への報告・連絡 

・火災報知器作動時の対応（火元確認 等） 

・火災発見者の取るべき対応（大きな声で知らせる、火災報知ボタンを押す 等） 

・初期消火（実施方法、初期消火の限界の判断基準 等） 

・消防への通報 

・避難指示（判断者、指示内容文案 等） 

・避難誘導、避難行動（授業中・休憩時間中等、発生タイミングに応じて取るべき行動） 

・避難の際の留意点（姿勢は低く、ハンカチ等で鼻と口を覆う 等） 

・緊急時持出品 

・担当者 

・避難場所 
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④ 火災発生時の避難経路図 

 

：消火器 
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⑤ 火災発生時の対応フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※盛岡地区広域消防組合消防本部作成資料を参考に県教育委員会健康体育課編集 

 

火災発見 

火災発生 

現場確認 

通報 初期消火 避難誘導 

＜119 番通報＞ 
必要なことを聞かれるので落
ち着いてはっきりと答える。 
★聞かれること★ 
・住所と建物名称 
・出火場所とその状況 
・逃げ遅れ、ケガ人の有無な
ど 

＜初期消火＞ 
実際の火災の場合は、現場の
直近にいる人が消火活動を行
う可能性が高いため、教職員
全員が消火器等（屋内消火栓
設備など）の使用方法を熟知
しておくことが大切です。 

＜防火戸の役割＞ 
防火戸は、火災の延
焼や煙、有毒なガス
の流入を防止する役
割を持っています。 
火災時は防火戸を閉
め、被害の軽減、避
難の時間確保に努め
ましょう。 

消火器を現場に集結 

屋内消火栓設備を操作する 

※教職員の安全確保が最優先！ 
局番なしの 119 

「火災」であることを伝える 

自動火災報知設備が発報 

自動火災報知設備の受信機で 

火災発生場所を確認 

消火器を持って現場へ！ 

火災情報の伝達 

職員室に連絡 

校長等（防火管理者）の指示 

避難確認 

逃げ遅れ者はいないか？ 

負傷者はいないか？ 

全員避難したか？ 

校長等（防火管理者）に報告 

負傷者には応急処置を施す 

消防隊に情報提供 

出火場所は？ 

逃げ遅れは？ 

ケガ人は？ 

火災の状況を考慮し 

避難方向を決定 

放送設備を使用して 

避難経路を明確に指示 

大声で状況を周囲に伝えるととも

に援助を求める 

「火事だー！」「火事だー！」 

至：グラウンド 
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(６) 国民保護対策 

① １ ミサイル発射後に出される Jアラート警報時の対応について 

(ア) 具体的対応 

１ 事前の対応 

□ マニュアルの見直し・整備 

・「Ｊアラートにより緊急情報が発信された場合は１校時を休講とする」等、教育活動の中

止基準の明確化 等 

□ 学校環境の安全点検及び整理整頓 

□ 生徒・保護者・教職員によるＪアラート警報時の対応策の共通理解 

・Ｊアラート警報時の行動について、生徒に指導 

□ 避難訓練の実施 

２ 事後の対応 

Ｊアラートによる緊急情報（ミサイル発射）の発信時 

始

業

前 

□ 生徒に対し、避難や自宅待機を指示 

□ 休校、短縮授業の措置を取る場合はその旨連絡するとともに教育委員会に報告 

□ 避難行動 

・出勤前の場合は、自宅待機 

・出勤途上の場合は、近くの建物や地下に避難するか、近くに建物等がない場合は地

面に伏せ頭部等を守る 

・出勤後の場合は、校内にいる生徒へ避難を指示するとともに自らも避難 

□ テレビやラジオ、携帯電話等での情報収集 

在

校

中 

□ 授業を中止し、生徒に避難行動を指示 

・屋外にいる場合は、校舎等の建物内に生徒を避難 

・屋内にいる場合は、室内を密閉し、できる限り窓から離れる 

□ テレビやラジオ、携帯電話等での情報収集 

放

課

後 

□ 校内に生徒がいる場合は、屋内避難 

□ 部活動等を行っている場合は中止 

□ テレビやラジオ、携帯電話等での情報収集 

Ｊアラートによる緊急情報（ミサイル通過＝影響がない場合）の発信時 

始

業

前 

□ 生徒に対し、避難や自宅待機の解除を通知 

□ 避難行動をやめ、出勤 

□ 引き続き、情報収集 

在

校

中 

□ 避難行動をやめるよう生徒に指示し、授業を再開 

□ 引き続き、情報収集 

放

課

後 

□ 避難行動をやめるよう生徒に指示 

□ 部活動等の再開の判断をし、生徒に伝達 

□ 引き続き、情報収集 

Ｊアラートによる緊急情報（ミサイル落下＝影響がある場合）の発信時 

全

時

間

帯 

□ 生徒の安全を最優先し、避難指示をするとともに自らも避難行動 

□ 屋外にいる場合は、口と鼻をハンカチ等で覆い、密閉性の高い屋内または風上へ

避難 

□ 引き続き、情報収集 

□ 自治体から指示があった場合は、指示に従って行動 
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（参考）対応の全体的な流れ 
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② ミサイル発射後に出されるＪアラート警報時の学校の対応 

全国瞬時警報システム（Ｊアラート）警報時の対応について
～学校の対応編～

• 教育活動を中止し、児童生徒を速やかに屋内（校舎等）に避難させる

• 屋内（校舎、寄宿舎等）にいる場合は、爆風により窓ガラス等が吹き飛ぶおそれがあ
るため、できる限り窓から離れさせる

児童生徒在校時

• 登校前の児童生徒は、自宅待機させる（事前指導）

• 授業開始を遅らせる等の措置を取り、児童生徒、保護者に通知する

始業前

• 安全が確認でき次第避難行動をやめ、教育活動等を再開する

• 引き続き、テレビやラジオ、インターネット等で情報を収集する

ミサイルが通過した場合

事前対応

ミ
サ
イ
ル
が
発
射
さ
れ
た
場
合

• 課外活動（部活動等）を行っている場合は中止し、児童生徒を屋内（校舎等）に避難さ
せる

放課後（児童生徒が残っている場合）

• 「全国瞬時警報システム（Ｊアラート）警報時の対応について～行動編～」等を参考に、

児童生徒に対しJアラート警報時の行動や体勢等を指導する

• Ｊアラート警報時の行動、学校の対応について、保護者に周知する

授業中断等の判断について（参考）

ミサイルの発射条件によっては、極めて短時間（1,600ｋｍほどの距離を約10分）で飛来することが予想されるため、中
断や登校時間を遅らせる等については速やかな判断が求められる。

静岡県教育委員会

• 登下校中の児童生徒は近くの建物に避難させる（事前指導）

• 電車やバス（乗合バス）に乗車している場合は、事業者の指示に従う（事前指導）

• スクールバス乗車中の場合は、バスを降り近くの建物に避難するか、バスに乗車した
まま比較的安全な場所（地下やトンネル等）に移動し、避難姿勢をとる（事前指導）

登下校中

授業中断等の基準

•始業前：

•授業中：

学校の対応を記載
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全国瞬時警報システム（Ｊアラート）警報時の対応について
～行動編～

• 屋内にいる場合

– 窓から離れるか、窓のない部屋に移動する

• 屋外にいる場合

– 近くの建物（できればコンクリート造り等頑丈な建物）や地下に避難する

• 近くに建物がない場合

– 物陰に身を隠すか、地面に伏せて頭部を守る

☆ポイント

ミサイル着弾時に爆風や破片等による被害を避けるための避難行

動を取ること

ミサイルが発射された場合

• 屋内にいる場合

– 換気扇を止め、窓を閉め、目張りして室内を密閉する

• 屋外にいる場合

– 口と鼻をハンカチで覆いながら直ちに現場を離れ、密閉性の高い建物又
は風上に避難する

• テレビ、ラジオ、インターネット等で情報を収集する

• 行政からの指示（同報無線等）があれば、指示に従う

☆ポイント

弾頭の種類に応じて被害の様相や対応が異なるため、避難行動を続
けながら情報を収集すること

ミサイルが落下した場合

• 避難行動をやめ、引き続き情報収集に努める

• 落下物らしきものを発見した場合は決して近寄らず、警察・
消防に連絡する

• 防災行政無線等による指示があった場合は指示に従って行
動する

ミサイルが通過した場合

参考：国民保護ポータルサイト

静岡県教育委員会

Ｊアラート警報の意味を理解し、情報収集しながら適切な行動に努めてください
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(７) 校外活動中の対応  

校長は、校外活動中に事故・災害等が発生した場合、引率責任者（当該活動の引率に当たる教職

員を統括する者）と連絡・協議の上、校外学習活動の中止及び児童の引渡し方法（学校に戻っての

引渡し、又は現地での引渡し）を判断する。通信手段の途絶等により、校長と校外学習中の教職員

との連絡が取れない場合は、引率責任者が校長に代わり、この判断を下すものとする。  

校外活動中止・引渡しの判断に際しては、上記（1）①の情報収集手段で得られた情報及び引率責

任者による現地状況等の情報を基に、同②の判断基準に準じて、児童の安全を最優先とした判断を

下す。特に、現地引渡しについては、保護者が現地まで移動する必要性を踏まえ、その安全にも配

慮して慎重に判断するものとする。  

校外学習の中止と引渡し方法を決定した後は、校長は、以下の対応を指示する。 

 

災害対策本部  

（校長・教頭・ 教務主任・ 学校安全

担当）  

○（現地引渡しの場合）現地引渡し場所の安全に関する

報告を踏まえ、現地引渡し場所の決定  

○一斉メール配信を用いた保護者への連絡  

・引渡しを実施する旨、引渡し場所、引渡しカード持参  

・保護者の安全最優先（無理に引渡し場所に来ない）  

○引渡し状況に関する情報の集約  

○教育委員会への報告  

引率責任者、  

引率教員  

○（現地引渡しの場合）事前に確認した現地引渡し場所

の安全確認、本部への報告  

○引渡し準備（校外活動用引渡し用名簿の準備）  

○児童の安全を確保しつつ、引渡し場所へ移動  

○事故・災害等に関する情報の継続的収集  

○到着した保護者から順次、引渡しを実施  

・保護者等の確認 （引渡し名簿記載の引取り者以外に

は、引渡さない）  

・今後の連絡先、避難先等の確認  

・引渡しの記録（「引渡し確認・記録様式」を利用）  

○災害対策本部への引渡し状況の報告  

○残っている児童の保護  

 

（追加資料）クマ出没時における学校の対応 

 近頃、全国の様々な地域において、市街地や集落などの人の生活圏でのクマの被害が発生しており、クマ

出没に対する学校生活や登下校の安全確保や不安解消について、これまであまりクマの出没が見られなかっ

た地域も含め、対応が求められているところです。 

 ついては、文部科学省事務連絡（令和７年 10 月 30 日）を参照し、必要に応じて、通学路の点検や変更、

クマの出没時の安全対策や連絡体制の確認を行いましょう。 

 文部科学省事務連絡（ https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1417343_00048.htm ） 

 ●参考 

  県くらし・環境部自然保護課ホームページに、「クマ出没マップ」が掲載されていますので、学校近隣に

おけるクマの出没状況の確認に御活用ください。 

  （ https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/shizenkankyo/wild/1017680.html  ）  

https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1417343_00048.htm
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(８) 熱中症の予防措置 

① 暑さ指数を用いた活動判断 

校長は、生徒の熱中症を予防するため、必要に応じて担当教職員に指示し、暑さ指数（WGBT）を

用いた環境条件の評価を行うとともに、下表に基づいて日常生活や運動の実施可否等に関する判断

を下す。 

暑さ 

指数 

(WBGT) 

湿球 

温度 

(注１) 

乾球 

温度 

(注１) 

注意すべき

生活活動の

目安(注２) 

日常生活にお

ける注意事項

(注２) 

熱中症予防運動指針(注１) 本校の対応 

31 

以上 

27℃ 

以上 

35℃ 

以上 

すべての生

活活動で起

こる危険性 

高齢者におい

ては安静状態

でも発生する

危険性が大き

い。外出はなる

べく避け、涼し

い室内に移動

する。 

運動は原則中止 

特別の場合以外は運動を中止

する。 

全校放送で連絡し、

運動は原則中止す

る。 

特別の場合以外は

運動を中止する。 

こまめに水分補給

や休憩をとる。 

28～ 

31 

(注３) 

24～ 

27℃ 

31～ 

35℃ 

外出時は炎天

下を避け、室内

では室温の上

昇に注意する。 

厳重警戒(激しい運動は中止) 

熱中症の危険性が高いので、

激しい運動や持久走など体温

が上昇しやすい運動は避け

る。10～20 分おきに休憩を取

り水分・塩分の補給を行う。暑

さに弱い人(注４)は運動を軽減

または中止。 

生徒の状況観察を

徹底する。 

熱中症が疑われる

生徒に対しては、水

分補給や日陰での

休憩を取らせる。 

25～ 

28 

21～ 

24℃ 

28～ 

31℃ 

中等度以上

の生活活動

で起こる危

険性 

運動や激しい

作業をする際

は定期的に充

分に休息を取

り入れる。 

警戒(積極的に休憩) 

熱中症の危険が増すので、積

極的に休憩を取り適宜、水分・

塩分を補給する。激しい運動

では、30 分おきくらいに休憩

を取る。 

生徒の状況観察を

徹底する。 

熱中症が疑われる

生徒に対しては、水

分補給や日陰での

休憩を取らせる。 

21～ 

25 

18～ 

21℃ 

24～ 

28℃ 

強い生活活

動で起こる

危険性 

一般に危険性

は少ないが激

しい運動や重

労働時には発

生する危険性

がある。 

注意(積極的に水分補給) 

熱中症による死亡事故が発生

する可能性がある。熱中症の

兆候に注意するとともに、運

動の合間に積極的に水分・塩

分を補給する。 

生徒の状況観察を

徹底する。 

熱中症が疑われる

生徒に対しては、水

分補給や日陰での

休憩を取らせる。 

21 

以下 

18℃ 

以下 

24℃ 

以下 

  ほぼ安全(適宜水分補給) 

通常は熱中症の危険は小さい

が、適宜水分・塩分の補給は必

要である。市民マラソンなど

ではこの条件でも熱中症が発

生するので注意。 

 

(注 1)公益財団法人日本スポーツ協会「熱中症予防運動指針」より。 

同指針補足 ＊乾球温度(気温)を用いる場合には、湿度に注意する。湿度が高ければ、１ランク厳しい環境条件の運動指

針を適用する。 

＊熱中症の発症リスクは個人差が大きく、運動強度も大きく関係する。運動指針は平均的な目安で有り、スポーツ現場で

は個人差や競技特性に配慮する。 

(注 2)日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針 Ver.3」(2013)より。 

(注 3)28〜31℃は、28℃以上 31℃未満を示す。以下同様。 

(注 4)暑さに弱い人：体力の低い人、肥満の人や暑さに慣れていない人など。 
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下記ウェブサイトの情報を基に作成 

(1) 環境省熱中症予防情報サイト https://www.wbgt.env.go.jp/wbgt.php 

(2) 公益財団法人日本スポーツ協会「熱中症予防運動指針」 

https://www.japan-sports.or.jp/medicine/heatstroke/tabid922.html 

暑さ指数（WGBT）の数値については、「熱中症予防情報サイト」https://www.wbgt.env.go.jp/ (環境省)を活用して、実

況値・予測値を確認するものとする。 

② 熱中症防止の留意点 

校長は、各教職員に指示して、以下の留意点を踏まえ、教育課程内外を問わず適切な熱中症の防

止措置を取る。 

環境の 
留意点 

直射日光、風の有無：直射日光の下での活動や風がない状態での活動を避ける。 
急激な暑さ：梅雨明けなど急に暑くなったときには注意する。 

主体別の
留意点 

体力、体格の個人差：肥満傾向の人、体力の低い人には注意する。 
健康状態、体調、疲労の状態：運動前の体調チェック、運動中の健康観察を行う 
暑さへの慣れ：久しぶりに暑い環境で体を動かす際には注意する。 
衣服の状況など：衣服は軽装で透湿性や通気性のよい素材とし、直射日光は帽子で防ぐ。 

運動中の
留意点 

運動の強度、内容、継続時間、部活動におけるランニング、ダッシュの繰り返しに注意
する。また、プールは、暑さを感じにくいが実際には発汗しているため気付かないうち
に脱水を起こしやすいことなどが、熱中症の原因になることに注意する。 
さらに、プールサイドは屋根がなく高温になるため、熱中症のリスクが高いことにも注
意する。 
水分補給：0.1～0.2%程度の食塩水やスポーツドリンク等をこまめに補給する。 
休憩の取り方：激しい運動では 30分に１回の休憩が望ましい。 

③ 生徒に対する熱中症に関する指導 

校長は、各教職員に指示して、生徒に対し以下の指導を行うことにより、熱中症の未然防止に努

める。暑い日には、帽子を着用する、薄着になる、運動するときはこまめに水分を補給し、休憩を

取るなど、熱中症防止のための対応を取ること。 

暑い日の運動前には、「体調チェック表」を用いて自らの体調を確認すること。 

気分が悪い、頭が痛いなど、体調に異変を感じた場合は、躊躇なく申し出ること。 

(９) 大規模停電発生時における学校の対応 

① 事前の対応 

□ 気象情報の収集（静岡地方気象台 HP／サイポスレーダー／静岡県地理情報システム 等） 

□ 防災設備等の確認、必需品の備蓄 

□ 授業等の実施基準の決定と保護者等への周知 

□ 連絡体制の確立（教職員、生徒、保護者、行政・防災関係機関） 

② 大規模停電発生時における教育活動の実施基準  

状況 基準 

大規模 

停電 

□信号機の消灯など、通学時の安全が確保できない 

□トイレ等の生活用水が確保できない 

□十分な照度が確保できない等、授業実施に支障がある 

原則として休校 

③ 大規模停電発生時の対応 

実施項目 実施者 

□ 施設の安全点検 

□ 通学路等の安全確保の確認 

□ トイレ等の生活用水の確認 

□ 授業実施等の判断 

□ 生徒・保護者・教職員への連絡 

□ 非常電源の確保 

 

 

□ 応急対策要員 
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４ 学校再開について 

(１) 教育活動の再開に向けた流れ 

① 教育活動の再開に向けて必要な取組 

Ⅰ 教育環境の維持と整備 

①災害対策本部の立ち上げ 

②教育活動再開に必要な教室の確保 

③非常持出品、重要書類、鍵の搬出及び管

理 

④避難所開設及び運営支援 

⑤教育活動再開についての検討、決定 

⑥遺族対応 

⑦報道対応 

Ⅱ 備蓄品の確保及び施設・設備の安全点検 

①災害用機材の準備（発電機、ろ過機 等） 

②飲料水、食料、寝具等の調達、管理 

③救援物資の受け取り、仕分け、保管 等 

④ライフラインの状況確認 

⑤破損箇所の修繕の申請、依頼 

 

Ⅲ 傷病者の対応と生徒の心のケア 

①組織体制、役割分担 

②生徒の健康チェック 

③心のケア委員会の設置 

④職員研修の実施 

⑤ストレス反応が出ている生徒への対応 

Ⅳ 生徒の安否確認と被災状況確認 

①生徒が避難予定の避難所を把握 

②生徒の状況と健康状態の把握 

③安否不明生徒の捜索、救助 

④保護者への引渡し 

Ⅴ 教職員の安否確認と被災状況確認 

①教職員が避難予定の避難所を把握 

②教職員の健康チェック 

Ⅵ 外部機関との調整 

①教育委員会との連絡、調整 

②給食再開に向けての準備、献立等の検討 

③スクールバスの手配 
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② 学校再開に向けた校内組織対応 

（生徒在校中に発災し、発災から 1ヵ月程度での再開を目標としたケース） 

 ・※は継続して行う事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※は継続して行う事項

分担 担当 応急対策期 対策期 復旧期 復興期

災害対策本部の立ち上
げ

避難所開設及び運営支
援※

避難所開設及び運営支
援※

避難所開設及び運営支
援※

避難所開設及び運営支
援

教育活動再開について
の検討、決定

教育活動再開について
の検討、決定※

教育活動再開について
の検討、決定※

遺族対応 遺族対応※ 遺族対応※ 遺族対応※

報道対応 報道対応※ 報道対応※ 報道対応※

組織体制、役割分担 組織体制、役割分担※ 組織体制、役割分担※ 組織体制、役割分担※

教育委員会との連絡、調
整

教育委員会との連絡、調
整※

教育委員会との連絡、調
整※

教育委員会との連絡、調
整※

児童生徒の健康チェック
児童生徒の健康チェック
※

児童生徒の健康チェック
※

児童生徒の健康チェック
※

児童生徒避難予定の避
難所を把握

児童生徒避難予定の避
難所を把握※

児童生徒避難予定の避
難所を把握※

児童生徒避難予定の避
難所を把握※

児童生徒の状況と健康状
態の把握

児童生徒の状況と健康状
態の把握※

児童生徒の状況と健康状
態の把握※

児童生徒の状況と健康状
態の把握※

保護者への引渡し

非常持出品、重要書類、
鍵の搬出及び管理

教育活動に必要な教室
の確保

教育活動に必要な教室
の確保※

教育活動に必要な教室
の確保※

災害用機材の準備 災害用機材の準備※ 災害用機材の準備※
ライフラインの状況確認
※

ライフラインの状況確認
ライフラインの状況確認
※

ライフラインの状況確認
※

破損箇所の修繕の申請、
依頼※

破損箇所の修繕の申請、
依頼

破損箇所の修繕の申請、
依頼※

飲料水、食料、寝具等の
調達、管理

飲料水、食料、寝具等の
調達、管理※

飲料水、食料、寝具等の
調達、管理※

飲料水、食料、寝具等の
調達、管理※

救援物資の受け取り、仕
分け、保管

救援物資の受け取り、仕
分け、保管※

救援物資の受け取り、仕
分け、保管

救援物資の受け取り、仕
分け、保管※

教職員が避難予定の避
難所を把握

教職員が避難予定の避
難所を把握※

教職員が避難予定の避
難所を把握

安否不明児童生徒の捜
索、救助

心のケア委員会の設置 心のケア委員会の設置※ 心のケア委員会の設置※

教職員の健康チェック
ストレス反応が出ている児
童生徒への対応

ストレス反応が出ている児
童生徒への対応※

職員研修への実施

教職員の健康チェック※ 教職員の健康チェック※
ストレス反応が出ている児
童生徒への対応※

避難所
支援班

教頭
進路課

救護班
・心の
ケア班

養護教諭
保健部
学年付職員
(一部)

施設
管理
班

事務職員
環境整備部
生徒指導部
図書部

災害
対策
本部

管理職
総務部長
教務部長
総務部
防災担当

生徒・
保護者
対応班

学科長
学年主任
担任
副担任
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(２) 心のケア 

① 生徒のストレス反応 

ストレス反応は、いつもと違うショックを受けたときの自然な反応である。しかし、反応の強さ

や表れ方は人によって異なる。また、年代によっても表れ方が異なる。 

「支援者のための災害後の心のケアハンドブック」（静岡大学防災総合センター） 
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② 日常生活でのケア 

  周囲の人が落ち着いた態度で温かく接することで、心の緊張がとけて、安心感や元気が回復す

る。 

「支援者のための災害後の心のケアハンドブック」（静岡大学防災総合センター） 
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③ 心のケアの注意点 

  家庭と学校で違った反応が表れていることがあるため、スクールカウンセラー（ＳＣ）等の専

門家や家庭と連携してケアを行う。ケアを行う際は、支援者（＝教職員等）も被災者であることを

意識し、休息を取りながら実施する。 

「支援者のための災害後の心のケアハンドブック」（静岡大学防災総合センター） 
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④ 災害時の心のケアに関する実施事項（参考）（参考：県立浜松特別支援学校防災マニュアル） 

担当 役
割 

発災前 

災
害
発
生 

在校避難生活～引渡し 避難生活～学校再開 

危機管理に対する啓発 安否確認・健康状態の把握と組織体制の確立 

心
の
ケ
ア
委
員
会 

管
理
職
・
そ
の
他
の
職
員 

状
況
の
把
握
／
判
断
・
方
針
の
指
示 

□心のケアに対する対応

の検討・マニュアルの作

成 

□危機管理に対する啓発 

・児童生徒に対して避難

訓練の実施 

・保護者への災害時の学

校の対応への理解 

□心のケアへの理解に向

けた啓発資料の準備 

 

□心のケア委員会の開催 

□児童生徒の心身健康状

態の把握と情報の共有 

□心のケアについて対応

方針の決定と共通理解 

□児童生徒が安心できる

生活環境の整備 

□校舎内の被災状況や衛

生状況の確認 

□心のケアに向けて組

織・体制・役割分担確認 

□心のケア委員会の開催 

□学校再開後の方針立案 

・活動内容 

・安心できる環境整備 

など 

□地域の関係機関との協力体制

の確立 

・県教育委員会 

・医療機関 

・民生委員 

・保健師 

職
員
へ
の
ケ
ア 

 □教職員被災状況確認 □教職員への心のケアの配慮 

・校務分掌等の軽減 

・健康相談専門機関の紹介 

保
健
主
事
・
養
護
教
諭 

職
員
研
修 

□心のケアに関する研修

の実施 

 □学校再開後の心のケアを目的

とした児童生徒の活動の準備 

児
童
生
徒
へ
の
ケ
ア 

□学校医、スクールカウ

ンセラー等との連携体制

作り 

□体調不良、怪我等への

対応 

□児童生徒の健康チェッ

ク担任サポート 

□学校医、スクールカウ

ンセラーとの情報共有 

 

□個別のケースについて、担任

へのアドバイス 

□学級担任からの情報の集約、

心のケア委員会への報告 

学校医 

SC等 

専
門
的
対
応 

 □学校の被災状況、対

応、児童生徒の状況の確

認 

□学校再開に向けて、職員への

アドバイス等 

学
級
担
任 

児
童
生
徒
の
心
の
ケ
ア 

□心のケアに関する理解 □児童生徒の健康・行動

の観察 

□児童生徒の健康管理 

□養護教諭との連携 

□安心できる環境作り 

□電話連絡・家庭訪問等 

□児童生徒の生活状況の把握 

□健康状態の把握 

＜健康チェックシート＞ 
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役
割 

学校再開から１週間まで 学校再開から１ヶ月まで 再開１ヶ月から６ヶ月まで 

心身の健康状態の把握と 

支援活動 

心身の健康状態と 

中心的な心のケア 
中・長期的な心のケア 

状
況
の
把
握
／
判
断
・
方
針
の
指
示 

□児童生徒の心身の健康状態

の把握と支援活動の指示 

・家庭での様子の調査 

・相談希望調査 

・教職員間の情報共有 

□保護者への啓発活動 

・健康観察 

・啓発資料の配布 

□心のケアに関する講話 

□教職員の心のケアに向けた

校内組織体制づくり 

□児童生徒の心身の健康状態の

把握と支援活動の指示 

・心身に支障をきたした児童生

徒への対応 

□保護者への啓発活動 

・健康観察 

・啓発資料の配布 

・医療機関等との連携 

□二次的被害防止への対応 

□学年等で取り組む心のケアの

企画 

□継続的な心身の健康状態の把握

と支援活動の指示 

・中長期的な支援計画の作成 

・状況の再確認 

□保護者懇談会の実施と保護者へ

の支援 

□市町社会福祉課、相談支援事業

所等への協力依頼 

□学年等で取り組む心のケアの企

画 

職
員
へ
の
ケ
ア 

□教職員への心のケアの配慮 

・校務分掌等の軽減 

・健康相談専門機関の紹介 

□教職員への心のケアの配慮 

・校務分掌等の軽減 

・健康相談専門機関の紹介 

□教職員への心のケアの配慮 

・校務分掌等の軽減 

・健康相談専門機関の紹介 

職
員
研
修 

□心のケアを目的とした児童

生徒の活動の準備 

□校内研修の準備 

□心のケアを目的とした児童生

徒の活動の準備 

□校内研修の準備 

□心のケアを目的とした児童生徒

の活動の準備 

□校内研修の準備 

児
童
生
徒
へ
の
ケ
ア 

□心身の健康状態の把握 

・健康観察の強化 

・個別面談希望調査 

□保健だより等の開発資料 

□学校医専門機関との連携 

□心身の健康状態の把握 

・児童生徒への質問紙調査 

・個別面談希望調査 

□保健だより等の開発資料 

□学校医専門機関との連携 

□心身の健康状態の把握 

・個別面談希望調査 

□心のケアの継続支援 

□保健だより等の開発資料 

□学校医専門機関との連携 

専
門
的
対
応 

□職員へのアドバイス等 

□児童生徒や保護者との個別

面談 

□必要に応じて専門機関への

紹介 

□職員へのアドバイス等 

□児童生徒や保護者との個別面

談 

□必要に応じて専門機関への紹

介 

□職員へのアドバイス等 

□児童生徒や保護者との個別面談 

□必要に応じて専門機関への紹介 

児
童
生
徒
の
心
の
ケ
ア 

□心身の健康状態の把握 

・健康観察の教科 

・個別面談希望調査 

□保護者との連携 

□教職員間の情報共有 

□心身の健康状態の把握 

・健康観察の教科 

・個別面談希望調査 

・子どもへの質問紙調査 

□保護者との連携 

□教職員間の情報共有 

□心身の健康状態の把握 

・健康観察の教科 

・個別面談希望調査 

□保護者との連携 

□教職員間の情報共有 

□心のケアを図る学級経営 
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⑤ 児童生徒の健康チェックについて 

 

「健康チェックシート」（参考：県立浜松特別支援学校防災マニュアル） 

 

 

⑥ 急性ストレス障害（ＡＳＤ）と外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）の健康観察のポイント 

 

 

 

持続的な再体験症状 

□ 体験した出来事を繰り返し思い出したり、悪夢を見たりする 

□ 体験した出来事が目の前でおきているかのような生々しい感覚

がよみがえる（フラッシュバック） 等 

体験を連想されるも

のからの回避症状 

□ 体験した出来事と関係するような話題等を避けようとする 

□ 体験した出来事を思い出せないなど記憶や意識が障害される 

□ 人や物事への関心が薄らぎ、周囲と疎遠になる 等 

感情や緊張が高まる

覚せい亢進症状 

□ よく眠れない、イライラする、怒りっぽくなる、落ち着きがない 

□ 物事に集中できない、極端な警戒心を持つ、些細なことや小さな

音で驚く 等 
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５ その他の危機管理について 

(１) 不審者侵入の防止 

① 校門及び校舎入口の管理（例） 

通常授業日の校門管理は、以下を基本とする。校長は、各学級担任を通じ、これを児童生徒及び

保護者に周知するとともに、登下校時間の遵守を児童生徒に徹底させる。 

時間 児童生徒・教職員 来校者・保護者 

登校時間 

８時 05分～35分 

□ 生徒は正門又は北門、西門から登校

し、南棟と北棟の校舎の間の西側から

生徒昇降口へ向かう。 

□ 生徒は遅刻した場合、必ず職員室で

手続をしてから登校する。 

□ 正門又は北門から入

り、事務室横の正面玄関

から出入りする。 

授業中 □ 生徒・教職員ともに正門又は北門を

使って出入りする。 

下校時間 

＊曜日により時間帯は異なる 

□ 施錠担当教職員が、放送後校舎の出

入口を施錠する。 

下校時間後 □ 生徒は北棟１階東側出口より、職員

は正面玄関より出入りする。 

② 来校者の管理 

校長は、全教職員への指示・周知を通じて、下記の来校者対策を徹底し、不審者侵入に万全の対

策を取るよう努める。 

 

③ 巡視 

校内の巡視 

□ 別に定める「登校指導当番表」に基づき、担当教職員が校舎入口で巡

視を行う。 

□ 通常授業日は、放課後、当日の管理当番が「管理当番日誌」を用いて

巡視を行う。 

校外の巡視 □ 校舎の周辺を、ＰＴＡ・地域関係者・警察と合同で点検を実施する。 

 

 

 

 

 

□ 来校者向けに、校庭門及び正門に「来校者の方は正門横通用口から事務室受付へおいでくだ

さい」の案内を掲示する。 

□ 事務室受付にて、来校者受付票に記入を求める。 

□ 一般来校者には来校者章を１人１つ配付し、首からぶら下げるように求める。 

□ 教職員は、学校を管理する立場にあるという心構えをもって、来校者とすれ違った際には来

校者章を確認し、積極的に挨拶・声掛けをするよう心がける。 
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④ 不審者・侵入者への対応 

 

(２) 生徒事故発生時の対応 

 

 

 

発見者は職員室に連絡し、複数の職員で対

応、必要に応じて「さすまた」携行 

「何か御用ですか？」 

正当な理由がある 

「要件がない場合、校内には立ち入りは御遠

慮ください。」 

「騒音は学校では迷惑です。 

相手の態度に注意し、冷静に対処し、危険を

伴うことは避ける。 

隔離して警察に通報 

:37-0110  六合交 番:27-2009 

管理署に連絡 

退去の説得、暴力行為の抑止、必要に応じ

て「さすまた」等で防御 

応接室等に隔離してお

全校へ放送により周知。必要に応じて生徒

を避難誘導指示 

不審者かどうか確認 

不審者と判明 

事務室受付へ案内 退去要請 

不退去、暴力的発言、無理に進入

等 

校内に立入った場 生徒の安全確保 

警察に引き渡し 

・事故現場にいる生徒の掌握 

・応援要請 

・必要に応じてＡＥＤの持参を指示 

・事故現場の保存 

・管理職への報告 

事故発生 

保健室 体育科 職員室 事務室 

通     

現場に急行  

なし 

応急手当 

観察継続 

ある 

救 急 車 要

請 

気道確保  

心肺蘇生 

ＡＥＤ 
傷病の程度判

医療機関へ搬

状況把握・安全確認  

意識の確認 

保護者に連絡

冷静に伝える。 

・携帯電話を持参する。 

・周囲の「人」「物」の安全確認と対

策 

・重症感があれば迷わず 119 番通報 

(要請の判断の目安は次ページ参

照) 

・心肺蘇生とＡＥＤ処置を行う 

ＡＥＤ設置場所： 

 ①体育館北側器具庫 

 ②ピロティ(体育科準備室外壁) 

歯牙保存剤保管場所： 

 ①体育科準備室 

 ②保健室 

なるべく担任から連絡 

部活動中は顧問から連

絡 

搬送はタクシーが原則 

職員が同乗し、搬送先

を保護者に連絡 

① 第一対応 

② 第二対応 
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(３) 救急車の要請 

① 救急車の要請基準 

   下記の症状があるものは迷わず救急車を要請する 

□ 意識障害・意識消失の持続するもの 

□ 高所からの転落 

□ 強い衝撃が加わった外傷（特に頭・顔面・胸・腹・腰部） 

□ ショック症状（アナキティラキシー症状を含む）の持続するもの 

□ 原因不明のけいれんが持続するもの 

□ 激痛が持続するもの 

□ 多量の出血を伴うもの 

□ 広範囲の火傷のもの 

□ 服毒が疑われるもの 

□ 重度の熱中症 

□ その他必要が生じたもの 

② 連絡先 

救急車要請 119 静岡市消防局島田消防署 0547-37-0119 

③ 救急車の呼び方 

   冷静に下記の点を電話で伝える。 

□ 要   件：「救急車をお願いします。」 

□ 発 信 者：「島田工業高校です。住所は島田市阿知ケ谷 201番地、電話は 37-4194 です。」 

□ 事故者数：「事故車は〇人です。」 

□ 事故者名：「氏名、性別、年齢 です。」 

□ 事故発生時の状態： 

④ 救急搬送への対応 

□ 救急車には担任又は副担任が同乗。（部活動の場合、顧問又は副顧問） 

□ 同乗職員は携帯電話を所持し、搬送先が確定し次第学校に連絡 

□ 学校から保護者に搬送先を連絡し、病院に向かうよう依頼 

□ 病院での処置が終わったら学校に状況を報告して、学校への戻り方の指示を受ける 

 

(４) 病院への搬送 

① 病院の搬送方法 

  病院に電話を入れて搬送する旨を伝え、基本に職員が同乗してタクシーで搬送する。ただし、

緊急性が認められる場合、管理職の許可を得て自家用車を使用する場合がある。 

② 救急医療機関  ※その他の近隣の医療機関は別紙「近隣医療機関一覧」参照 

機 関 電 話 時 間 備 考 

島田市立総合医療センター 0547-35-2111 7:45～11:00(月～金)  

島田市休日急患診療所 0547-35-1799 8:30～11:30 

13:00～16:30 

 

志太・榛原地域医療センター 054-644-0099 19:30～22:00(月～目) 

19:30～ 7:00(金～日) 

内科・小児科 

島田市消防本部 0547-37-0119  救急医療機関の 

問合わせ先 静岡県救急医療情報センター 0800-222-1199  

精神科救急情報ダイヤル 054-253-9905  

目の 100番 03-5765-8181  
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(５) AED の使い方 

 



- 64 - 
 

(６) 学校に犯罪予告・不審物等があった場合の対応 

 

⚫ 安否確認 

⚫ 集団下校等 

⚫ 保護者、報道機関対応(必要に応じて) 

⚫ 心のケア 

事後対応 

不審電話の入電 校内での不審物発見 

電話対応 周辺立入禁止措置等 

校長(不在の場合は代行者)へ報告 

警察(110番)通報 

静岡県教育委員会高校教育課へ第１報 

⚫気付かれないよう注意しつつ、周辺の教職員

に合図(手を挙げて)で知らせ、電話機のスピー

カー機能を入れる。 

⚫周辺教職員は IC レコーダを持ち出し、録音を

開始する。 

⚫電話対応者、周辺教職員のそれぞれが必ずメ

モを取る。 

⚫落ち着いて、以下の事項をできるだけ詳しく

聴き取る。 

爆発物等について 

・いつ爆発するか、どこにあるか 

・どのようなものか(形状、大きさ等) 

・仕掛けた理由、要求(動機等) 

相手の特徴 

・性別 ・年齢(子ども、成年、老年等) 

・声の特徴(高さ・質、方言の有無等) 

・周囲の環境音(電車走行音、駅等のアナウンス音等) 

絶対に不審物には 触らない。 

•付近の児童に遠ざかる よう指示。 

•応援を求め、校長への 報告を依頼。 

危害予告・不審物発見時の避難場所 

第一候補：グラウンド 

第二候補：体育館 

 

生徒・教職員等に、以下の対応を指示 

※速やかに保護者に「C-learning」で連絡 

 生徒登校前 生徒在校中 生徒登下校時 

生徒 自宅待機 避難場所へ集合 →集団下校 
登下校中の生徒は帰宅 

学校にいる生徒は、避難場所へ集合→集団下校 

教職員 避難場所へ集合 避難場所へ集合→通学路の巡回 避難場所へ集合→通学路の巡回 

 ※ 教職員による捜索・点検等は実施しない。 
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(７) 生徒の交通事故発生時の対応 

 

 

 

交通事故発生の第一報 

電話等の聴き取り 

聴き取り項目 

⚫生徒本人及び相手方の被害(ケガ等)の程度 

⚫事故の発生場所、発生時刻 

⚫事故の状況(概要) 

⚫加害事故、被害事故の別 

⚫救急車の手配状況、搬送先 

⚫ 110 番通報の有無 

⚫ 連絡者を落ち着かせながら、右

記の事項を聴き取る。 

⚫ 聴き取り内容は、復唱しながら

確認し、必ずメモを取る。 

校長(不在の場合は代行者)へ報告 

手分けして以下の対応を指示 

救急(119番)通報 

警察(110番)通報 

未通報の場合 

静岡県教育委員会健康体育課へ第１報 生徒保護者に第一報 

現場からの情報をもとに、以後の対応を判断 

⚫ 生徒への説明(状況に応じ集団下校等) 

⚫ 保護者、報道機関対応(必要に応じて) 

⚫ 心のケア 

事後対応 

複数生徒の被災など、重大・深刻な事故の場合は、 

事故災害対策本部を設置、組織的対応の体制を取る。 

現場急行(学級担任・養護教諭) ※必ず複数で対応 

救急手配・搬送未了 救急搬送済み 

⚫ 事故現場へ急行 

(救急セット、連絡用携帯電話を携行) 

⚫ 負傷者等の応急手当 

⚫ 現場周辺にいる他児童への対応 

(安全確保、当面の行動指示等) 

⚫ 警察への対応 

(可能な範囲で警察等からの情報収集) 

⚫ (必要に応じ)救急車同乗 

⚫ 学校への状況報告 

⚫ 搬送先へ急行 

(連絡用携帯電話を 携行) 

⚫ 負傷者等の容態把握 

⚫ 警察への対応 

(可能な範囲で警察等からの情報収集) 

⚫ 学校への状況報告 
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(８) 熱中症の応急処置 
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(９) てんかんの応急措置 

 てんかんは、決められた時間に決められた量の内服を守っていれば、発作が起こることはまずあ

りません。心配なのは、「飲み忘れ」です。 

 もし、てんかん発作に出会ったら、次の処置をしてください。 

 

① 冷静になる。騒ぎ立てたりしない 

    発作は突然起こります。そして必ず自然に終わります。その間とても長く感じるかもしれ

ませんが、「発作」そのものが致命になることは滅多にありません。 

 

② 対処法 

(1) 危険な場所（道路、階段、火、水、高所、機械類など）から遠ざける 

(2) 周囲の危険物を除く 

(3) 呼吸がしやすいように衣類を緩める 

(4) 回復体位（気道確保、嘔吐物による危険の回避）にする 

 

 

 

③ 観察のポイント 

  (1)発作が起きた時間・状況 

  (2)意識障害の有無 

  (3)けいれんがあった・・・・・身体のどこから始まったか 

                 眼球や頭の向き 

                 四肢の状態 

                 左右で差があったかどうか 

  (4)けいれんがない・・・・・・いつ、だれが、なぜ異変にきづいたか？ 

                行動の異常の有無 

  (5)発作の継続時間 

  (6)身体の変化・・・・・・・・顔色、唇の色、唾液が出たか、嘔吐物はあったか 

  (7)発作後の様子・・・・・・・眠ったか、手足にマヒが残ったか、ぼんやりしているか 

  (8)けがの有無・・・・・・・・頭部打撲はしてないか 

 

④ 発作中にやってはいけないこと 

(1) 身体をゆする 

(2) 抱きしめる 

(3) たたく 

(4) 大声をかける 

(5) 口に物をくわえさせる 

(6) 発作後、意識がはっきりしていないのに、水や薬を飲ませる 
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(１０) 食物アレルギー対応 

① 食物アレルギー対応に関する教職員の役割分担 

日々の取組に関する教職員の役割分担は以下のとおりとする。 

校長等 

＊校内の食物アレルギー対応のすべての最高責任者であり、県教育委員会等の方針

の主旨を理解し、教職員に指導する。 

＊個別面談を実施（マニュアルに定められた者と一緒に行う）する。 

＊関係教職員と協議し、対応を決定する。 

全教職員 

＊食物アレルギーを有する生徒等の実態や個別の取組プランを情報共有する。 

＊緊急措置方法等について共通理解を図る。 

＊学級担任が不在のときサポートに入る教職員は、学級担任同様に食物アレルギー

を有する生徒等のアレルギーの内容等を把握し、同等の対応ができるようにする。 

学級担任 

＊食物アレルギーを有する生徒等の実態や個別の取組プラン、緊急措置方法等につ

いて把握する。 

＊個別面談をマニュアルに定められた者と一緒に行う。 

＊他の生徒等に対して、食物アレルギーを正しく理解させる。 

養護教諭 

＊食物アレルギーを有する児童生徒等の実態把握や個別の取組プラン、緊急措置方

法等（応急処置の方法や連絡際の確認等）を立案する。 

＊個別面談をマニュアルに定められた者と一緒に行う。 

＊食物アレルギーを有する児童生徒等の実態を把握し、全教職員間で連携を図る。 

＊主治医・学校医・医療機関との連携を図り、応急措置の方法や連絡先を事前に確認

する。 

文部科学省「学校給食における食物アレルギー対応指針」（平成 27 年３月）を基に作成 

② 食物アレルギー対応実践までのながれ 

学校入学を契機として、食物アレルギー対応を下図のとおり進める。基本的には就学時健診や入

学説明会等の機会が出発点となるが、在学中に新たに発症する場合や配慮・管理が必要になる場合

もあるので、状況に応じて適切に対応する。 

実施項目 内容 実施時期 

１．アレルギー疾患を有

し、配慮・管理の必要な生

徒等の把握 

(A)就学時の健康診断及び入学説明会の機会に、アレルギー

疾患に対する配慮・管理を要すると思われる場合は申し出る

よう促す。 

(B)アレルギー疾患の児童生徒等に対する取組について、相

談を受け付ける旨の保護者通知を配付する。 

４月 

２．対象となる児童生徒

等の保護者への管理指導

表の配付 

○(A)により申し出があった場合には、教育委員会等から保

護者に管理指導表を配付し、入学予定校への提出を要請す

る。保護者からのヒアリングにおいて医師が学校での取組を

必要としない場合や家庭での管理を行っていない場合は提

出の対象外となる。 

○(B)により相談の申し出があり、学校での配慮・管理を実施

する必要があると判断された場合には、学校が保護者に管理

指導表を配付し、学校への提出を要請する。 

４月 



- 69 - 
 

実施項目 内容 実施時期 

↓ 

↓ 

↓ 

➀ 主治医による管理指導表の記載 

➁ 保護者が在籍校に管理指導表を提出 

➂ 必要に応じて、学校からさらに詳細な資料の提出を依頼 

➃ ➂の依頼を受けた保護者からの資料の提出 

 

３．管理指導表に基づく

校内での取組の検討・具

体的な準備 

○校長、副校長、教頭、学級担任（学年主任）、養護教諭等が

管理指導表に基づき、学校としての取組を検討し、「取組プラ

ン（案）」を作成する。 

○養護教諭等が中心となり、取組の実践に向けた準備を行

う。 

➀ 個々の児童生徒等の病型・症状等に応じた緊急体制の確

認（医療機関・保護者との連携） 

➁ アレルギー取組対象児童生徒等の一覧表の作成（以後、

個々の「取組プラン」とともに保管）など 

４月 

４．校内「アレルギー疾患 

に対する対応」における

教職員の共通理解 

教職員全員が個々の生徒等の「アレルギー疾患 

に対する対応」の内容を理解する。 

４月 

↓ 

↓ 

「取組プラン」に基づく取組の実施（この間、取組の実践と

ともに、必要に応じ保護者との意見交換の場を設ける。） 

 

公益財団法人日本学校保健会「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン《令和元年度改訂》」p.14 を基に作

成 

 

③ 配慮が必要な活動における対応 

全教職員は、飲食だけでなく、ごく少量の原因物質を吸い込んだり触れたりすることでもアレル

ギー症状を起こす児童生徒等がいることを念頭に「取組プラン」に基づく対応を実施する。特に配

慮が必要な活動については以下のとおり。 

調理実習 
家庭科の授業で鶏卵、牛乳、小麦などを使った調理実習が行われる際に、それら

の食物アレルギーを有する児童生徒等に対する配慮が必要になる。 

修学旅行 
担当の旅行業者と連携を取り、食事の際は別メニューを用意するなどの配慮を行

う。なお、自由食の際には食事に注意するように指導する。 

 

④ 当事者以外の児童生徒等に対する説明 

アレルギー疾患の児童生徒等への取組を進めるに当たっては、他の児童生徒等からの理解を得な

がら進めていくことが重要である。その際、他の児童生徒等に対してどのような説明をするかは、

他の児童生徒等の発達段階などを総合的に判断し、当事者である児童生徒等及び保護者の意向も踏

まえて決定する。 

また、学校教育全体を通じて、食物アレルギーを有する者への配慮等を含むアレルギーについて

の基本的な理解を促す指導を行う。 
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⑤ アレルギー症状の応急措置 

発見者＝観察 

 

子供から離れ

ず観察 

 

助けを呼ぶ 

 

緊急性の判断 

 

エピペン・ 

ＡＥＤの指示 

 アレルギー

症状がある 
(食物の関与が

疑われる) 

 緊急性が高いアレルギー症状があるか、５分以内に判断 

【緊急性が高いアレルギー症状】 
＜全身の症状＞ ＜呼吸器の症状＞ ＜消化器の症状＞ 

 □ぐったり 

□意識もうろう 

□尿や便を漏らす 

□脈や爪が青白い 

□のどや胸が締め付けられる 

□声がかすれる 

□犬が咆えるな咳 

□息がしにくい 

□持続する強い咳き込み 

□ぜーぜーする呼吸 

(喘息発作と区別できない 

場合を含む) 

□我慢できない腹痛 

□繰り返し 

はき続ける 
原因食物を

食べた 
(可能性を含む) 

 

原因食物に

触れた 
(可能性を含む) 

   

○救急車を要請（１１９番通報） 

○ただちにエピペン使用 

○反応がなく、呼吸がなければ心肺蘇生を行う⇒ＡＥＤ使用 

○その場で安静にする 立たせたり、歩かせたりしない！ 

 

呼びかけに

反 応 が な

く、呼吸が

なければ心

肺蘇生 

安
静
を
保
つ
体
位 

ぐったり、意識朦朧の

場合 

吐き気･嘔吐がある場合 呼吸が苦しくあお向

けになれない場合 

 

チームワークが大切  エピペンの使い方 

   

これらの症状が

一つでもあれば 

記録 
□観察の開始時間 
□エピペンを使用した 

時間 
□５分ごとの症状  
□内服薬を飲んだ時間 

連絡 
□救急車の要請 
□管理職 

を呼ぶ 
□保護者 
への連絡 

その他 
□ほかの生徒への対

応 
□救急車の 

誘導 

準備 
□緊急時の対応の準備 
□エピペンの準備 
□ＡＥＤの準備 
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救急車を要請するような場合を除き、開業医の診療受付時間内は、近隣の開業医を受診

します。 

また、午後５時から午後７時の受診は地域の当番医で受診ができます。 

夜間（午後７時 30分～午後 10時）の急病は志太榛原地域救急医療センター（054-644-

0099）で受診が可能です。 

(１１) 養護教諭不在時の保健室利用 

保健部 

１ 基本的には保健部職員で対応します。 

 

２ 保健部で対応できない場合には、担 任→副担任→学 年という順でお願いします。 

 

３ 不在時の保健室は原則的に施錠したままとし、利用時に職員が鍵を開け、処置が済んだらまた

鍵をかけてください。（鍵は事務室にあります。机上の記録用紙に記入してください。） 

 

４ 生徒だけを保健室に残す（例えば、休養などで）ことは避け、必ず職員も在室してください。 

  在室できない時は、早退か教室に戻す等の対応をしてください。 

 

５ 処置あるいは休養で保健室を利用後は、記録簿への記入をお願いします。また、後日養護教諭

までその旨を御連絡ください。 

 

６ 職員室の養護教諭の机上に、救急箱がありますので御利用ください。内服薬は入っていません。 

 

《病院・開業医への移送》 

 事前に医療機関に連絡をしてから受診してください。緊急を要しない場合は、保護者に来てもら

い受診を勧めてください。緊急で教職員が生徒を連れて行く場合は、保護者の了解をとってくださ

い。後日トラブルの原因になることもあります。 

 往きはタクシーを使用し、料金は立て替え領収書をもらってください。保護者が医療機関に来て、

診察・治療が済みましたら、生徒を引き渡してください。引率の職員は公共交通機関を使い旅費の

請求をしてください。（領収書を復命書に添付） 
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(１２) 外部からの通報・問い合わせ等への対応 

① 保護者及び外部からの通報への対応 

保護者よりの通報・苦情 

① 生徒を指導する上でトラブルがあったときは、教頭に報告し、保護者に連絡をする。 

② 担任は学年主任に相談をする。 

③ その他の場合、副校長、教頭に相談する。 

④ 常日頃、記録をつけておく習慣をつける。 

外部からの苦情・通報 

① 電話、手紙、ＦＡＸ、メール等、外部よりの通報は副校長、教頭に連絡をする。 

② 詳細が不明の場合は当事者に事情を聞く。 

③ 必要により教育委員会に連絡をする。 

④ 必要により副校長は対応策を指示する。 

⑤ 職員全体に注意する場合もある。 

② 報道機関への対応 

対応の基本姿勢 

① 事実（情報）の正確な公開 

□ 個人情報、人権に配慮する。 

□ やむなく情報を公開するのではなく、学校の主体的な判断のもとに対応する。 

② 誠意ある対応 

□ 学校と報道機関との関係が協力的なものとなるように誠意をもってあたる。 

□ マスコミ取材の心得、態度を明確にする。 

鉄則９か条 

１ 嘘、知ったかぶりは厳禁         

 ２ 言えないことは「言えない！」と主張 

 ３ 相づちには細心の注意 

 ４ 逃げない。待たせない。 

 ５ 資料は先手配付 

６ オフレコを活用 

 ７ 素直な陳謝 

 ８ 締め切り時間への配慮 

 ９ どの報道機関にも公平に情報提供 

 

③ 対応のポイント：窓口の一本化（副校長） 

① 報道機関への依頼  

□ 校内への立ち入り   □ 取材場所、時間   □ 生徒や職員への取材  

② 社名、記者名、連絡先 

③ 取材意図の確認 

□ 予想問答作成   □ 事実関係の正確な把握ができているか 

④ 明確な回答 

□ 不明なこと把握していないことはその旨明確に伝える 

⑤ 県教委への連絡 

□ 県教委への支援要請 

⑥ 記者会見の設定 

□ 取材要請が多いときは県教委と連携を取る     □ 応接室を会場とする 

□ 会見内容記録（教頭）、テレコ録音（教務部長） 

□ 撮影場所、立ち入り禁止場所の指示（生徒指導部長） 

□ 駐車場誘導（総務部長）、来客電話の応答（事務長） 
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(１３) 調査・検証・報告・再発防止等  

① 静岡県教育委員会への報告と支援要請  

校長は、発生した事故・災害等が下記の「報告対象事案」に該当すると判断された場合、速やか

に静岡県教育委員会へ報告する。 

報告対象事案 

＊死亡事故の発生  

＊治療に要する期間が 30日以上の負傷や疾病の発生  

＊その他、複数の児童・教職員が被災するなど、重篤な事故・災害等の発生  

報告先 

静岡県教育委員会 健康体育課 危機管理・安全班 

e-mail：kyoui_kenkou@pref.shizuoka.lg.jp  

Tel. 054-221-3667 Fax. 054-273-6456  

 

② 調査体制  

基本調査における校内の役割分担は、原則として、下表のとおりとする。 

校長  ＊基本調査の全体統括・指揮  

副校長 

教頭  

＊基本調査の取りまとめ  

＊教職員に対する聴き取り  

教務部長  

＊基本調査の取りまとめ補佐  

＊教職員に対する聴き取り（記録担当）  

＊事故・災害等の当事者児童及び目撃児童に対する聴き取り（記録担

当）  

学級担任又は養護教諭、  

部活動顧問など  

＊事故・災害等の当事者児童及び目撃児童に対する聴き取り （児童が

最も話しやすい教職員等が担当）  

調査担当（校長・教頭・教務主任）は、以下のとおり、教職員から事実関係に関する情報収集を

実施する。  

⚫ 記録用紙を用いた情報収集：事故・災害等の発生後速やかに、関係する全ての教職員に「事実

情報記録用紙（教職員個人用）」※を配布し、事故・災害等に関する事実情報の記載・提出を依

頼する。なお、事故・災害等の発生直後にメモ等の記録を残していた教職員がいた場合は、記

録用紙を提出する際に、当該メモ等の記録も併せて提出を受ける。  

※ P79 参考様式「事件事故発生後聞き取り調査票」 

⚫ 聴き取りの実施：原則として事故・災害等の発生から３日以内を目途に、関係する全ての教職

員から聴き取りを実施する。聴き取りは、原則として②に定めた役割分担に基づく担当者が実

施するが、教職員が話しやすいかどうかを考慮し、状況に応じて、○○市教育委員会等からの

校外支援者を担当に充てる。  

⚫ なお、事故・災害時に部活動指導員など外部の方が関係していた場合には、これらの方も調査

の対象として、教職員に対してと同様の対応をする。また、関係する教職員自身が強いストレ

スを受けている可能性にも留意し、必要な場合は医療機関の受診を勧めるなどの対応を取る。  

 

③ 事故・災害等の現場に居合わせた児童からの情報収集  

事故・災害等発生時の事実関係を整理する上で必要と判断される場合は、児童への聴き取り調査

の実施を検討する。実施に当たっては、以下の点に配慮する。  
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⚫ 保護者への対応：聴き取り前に保護者に連絡し、理解を得るとともに協力を要請する。  

⚫ 聴き取り担当者：学級担任、養護教諭以外に、当該児童が話しやすい教職員がいる場合は、そ

の教職員が担当するなど、柔軟に対応する。  

⚫ 心のケア体制：保護者と連携して、心のケア体制を整え、心のケアの中で自然と語れる雰囲気

をつくるよう工夫する。  

⚫ 必要に応じ、教職員と同様に、記録用紙を配布して記載してもらう方法を取る。 

 

⑥情報の整理・報告・保存  

調査担当（校長・教頭・教務主任）は、④及び⑤で得られた情報及び記録担当の教職員による記

録を基に、事実経過について「時系列整理記録用紙」※を用いて時系列に取りまとめる。整理した

情報は、静岡県教育委員会に報告する。  

基本調査で収集した記録用紙（メモを含む）や報告等の連絡に用いた電子メール等は、詳細調査

を行う際の資料となること等を踏まえ、５年間保存する。  

※ P80提出様式２「事件事故発生状況記録表」  

静岡県教育委員会が詳細調査を実施すると判断した場合は、学校としてこれに協力するものとす

る。  

④ 評価・検証と再発防止対策の推進  

調査担当（校長・教頭・学校安全担当）は、基本調査で得られた情報の評価・分析を行い、問題

点・要改善点を抽出する。評価・分析の視点は、以下を基本とする。 

発生時の対応  

＊児童の安全確保は適切に行われたか  

＊校内の緊急連絡体制は機能したか  

＊関係者・関係機関への連絡は適切に行われたか  

＊情報収集・管理は適切に行われたか 等  

発生後・事後の対

応  

＊児童・保護者への対応は適切に行われたか  

＊校内の対策本部体制は機能したか （役割分担、情報共有・伝達等）  

＊関係者、関係機関との連携は適切だったか  

＊関係者や報道機関への情報提供は適切に行われたか 等  

事前対応  

＊点検など事前の未然防止対策に不足していた点はないか  

＊教職員への周知や研修・訓練に不足していた点はないか  

＊児童への安全教育に不足していた点はないか  

＊危機管理マニュアルに不十分な点や問題点はないか 等  
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事件事故発生後聞き取り調査票 

 

１ 被害児童生徒について 

※ 既往症や事故数日前からの本人の状況、当該事故に関連があるかも知れない事件・事故等知

っていることについて記載してください。 

 

 

 

 

 

２ 事故の瞬間及びその前後の状況について 

※ 自分が居た場所と、当該事故に対して、自分がしたこと、（他の職員の対応等の）見たこと、

聞いたことを、覚えている限り、全て記載してください。 

時系列 居た場所 したこと 見たこと 聞いたこと 

     

                                        記入日    年    月    日 

 

記入者 

参考様式 
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６ 添付資料 

(１) 近隣医療機関一覧 

診療科目 名称・所在地 電話番号 診療受付時間 休診日 

内  科 

循環器科 

○藤井医院 

島田市岸町 667 

３５－４９４９ 8：30～12：00 

14：30～18：00 

水・土曜日午後 

日曜・祝日 

 

 

 

外  科 

整形外科 

加藤整形外科クリニック 

島田市三ツ合 2686-2 

３５－１５６５ 

 

8：30～12：00 

14：00～17：30 

水・土曜日午後 

日曜・祝日 

安藤整形外科医院 

島田市旭 2-2-38 

３３－７５００ 8：30～11：00 

14：00～16：00 

土午後 

木曜・日曜・祝日 

神川整形外科医院 

島田市本通 1-4689-1 

３７－５２３６ 8：30～11：30 

15：00～17：30 

火・土曜日午後 

日曜・祝日 

六合整形外科 

島田市道悦 2-25-3 

３３－１１３０ 8：30～12：00 

15：00～18：30 

水・土曜日午後 

日曜・祝日 

 

 

眼  科 

○あきやま眼科 

島田市阪本 1601-11 

３８－７２２１ 8：00～11：30 

15：30～18：30 

土曜日午後 

木曜・日曜・祝日 

かなやま眼科医院 

島田市道悦 4-22-37 

３７－７７６７ 8：30～12：00 

14：30～17：30 

水・土曜日午後 

日曜・祝日 

歯  科 ○なお歯科医院 

島田市岸町 212－1 

３４－１５００ 8：15～12：30 

14：45～18：20 

土曜 8:15～16:45 

木曜・日曜・祝日 

歯  科 

口腔外科 

中野歯科医院 

島田市幸町 17‐13 

３７－２４０４ 9：00～12：00 

14：00～18：00 

日曜・祝日 

耳鼻科 ○牧野耳鼻科医院 

島田市向島町 4535-2 

３７－５８１４ 8：00～12：00 

15：00～18：00 

土曜午後 

木曜・日曜・祝日 

 

 

皮膚科 

 

あらなみクリニック 

島田市中溝町 1294-1 

３４－５５２２ 

（アレルギー科

あり） 

9：00～12：00 

15：00～18：00 

土曜午後 

木・日曜・祝日 

伊藤医院 

島田市大川町 12-2 

３５－６６９３ 

（肛門・性病科あ

り） 

8：30～11：30 

14：30～18：00 

木曜・土曜午後 

日曜・祝日 

 

 

総合病院 

 

島田市立総合医療センタ

ー 

島田市野田 1200-5 

３５－２１１１ 

 

診療科により 

異なる 

土・日・祝日 

（救急診療体制あり） 

藤枝市立総合病院 

藤枝市駿河台 4-1-11 

０５４－６４６ 

－１１１１ 

診療科により 

異なる 

土・日・祝日 

（救急診療体制あり） 

 藤枝平成記念病院 

藤枝市水上 123-1 
（脳神外・脊髄・内・外・整外・眼・

皮膚・歯・泌尿器・放射線科） 

０５４－６４３ 

－１２３０ 

8：30～12：00 

14：00～17：30 

土曜日午後 

日・祝日 

（一次救急体制あり） 

○は学校医 
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(２) 救急医療機関問い合わせ先 

静岡県救急医療情報センター 静岡県中部地区 ０８００－２２２－１１９９ 

志太榛原地域救急医療センター 

藤枝市瀬戸新屋 362-1 

内科・小児科 

 19：30～22：00（月～木） 

 19：30～7：00（金～日） 

０５４－６４４－００９９ 

つくば中毒１１０番 農薬、劇薬等中毒事故の相談 ０２９－８５２－９９９９ 

救急時はまず電話をして診療可能か確認 

 

(３) 心のケア関係機関一覧 

① 教育委員会 

問題行動の認知に際しては、日頃から学校と教育委員会が緊密な連携体制を構築していることが、

迅速かつ的確な初期対応につながる。学校において重大な事件・事故等が発生した場合には、教育

委員会がチームを派遣し、早い段階から的確な対応を支援している。 

  連絡先：静岡県教育委員会 高校教育課 054-221-3110 
 

② 静岡県こころの緊急支援チーム（ＣＲＴ：クライシス・レスポンス・チーム） 

活動：重大な事案発生後、学校が落ち着きを取り戻す流れを作る役目（場のケア）を果たす。事

案発生直後に現地に入り、体制整備の支援を中心に活動する。 

メンバー：職種は、精神科医・臨床心理士・精神保健福祉士・看護師等である。 
 

③ 警察署 

学校警察連携制度、スクールサポーター制度を活用し、日頃から情報交換を行って連携関係を築

き、犯罪行為として取り扱うべきと認められるいじめ事案が発生した場合には、迅速に協力を求め

ることが必要である。 

連絡先：島田警察署 生活安全課 0547-37-0110（内線 261） 

         少年サポートセンター志太榛原地区の窓口を兼ねる。 
 

④ 少年サポートセンター 

非行、いじめ等の被害などの少年問題について少年警察補導員や警察官が相談に応じ、非行防止

教室等の開催により非行や犯罪被害の未然防止を図る。 

連絡先：志太榛原地区（藤枝署３階）054-641-0110（内線 281）080-1605-0786 
 

⑤ 児童相談所 

いじめや非行についての相談など、専門の相談員や心理学、医師などの専門家が 18 歳未満の子

どもに関する様々な相談に応じている。 
 

⑥ 静岡県中央相談所 

家庭児童相談（児童のしつけや養育、家庭の人間関係、家庭や学校での児童福祉に関すること） 

(ア) 中部健康福祉センター 

    住所：藤枝市瀬戸新屋 362-1 054-646-3570 

(イ) 島田市福祉事務所（こども家庭室） 

    住所：島田市中央町 1-1 0547-36-7253 

(ウ) 焼津市こども相談センター 

    住所：焼津市本町 5-6-1アトレ庁舎 054-626-1165 
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(エ) 藤枝市子ども若者支援課 

    住所：藤枝市岡出山 1-11-1 054-643-7227 

(オ) ⑤牧之原市福祉事務所(家庭児童相談室) 

    住所：牧之原市静波 991-1総合健康福祉センターさざんか内 0548-23-0083 

(カ) 吉田町、本川根町 中部健康福祉センター（福祉課） 

    住所：藤枝市瀬戸新屋 362-1 054-644-9276 
 

⑦ 教育相談 

いじめ、非行、不登校、学校生活の悩み等に関すること。 

(ア) 島田市 島田市教育センター教育相談室 月～金 9:00～16:00 

住所：島田市相賀 2510 0547-34-2255 

(イ) 焼津市 青少年教育相談センター 月～金 8:30～17:00 

住所：焼津市本町 5丁目 6-1（焼津市役所アトレ庁舎 2階） 054-631-4356 

(ウ) 藤枝市 藤枝市教育相談室（勤労少年ホーム） 月～金 13:00～16:30 

住所：藤枝市田中 3-7-45 054-644-7867 

(エ) 牧之原市 牧之原教育支援センター「フルール」 月～金 9:00～17:00 

住所：牧之原市静波 447-1 0548-23-0093 

(オ) 吉田町 子どもの相談室 月・水・金 8:30～16:30 

住所：吉田町住吉 87 0548-33-2151 

(カ) 川根本町 教育相談 8:15～17:15 

住所：川根本町千頭 1183-1 0547-59-3111 
 

⑧ こども家庭 110番 

子どもの性格・行動、しつけ、不登校、非行に関する電話相談。 

   中部地区 月～金 9:00～20:00、土・日 9:00～17:00 連絡先：054-273-4152 
 

⑨ ハロー電話「ともしび」 

    月～金 9:00～17:00、土・日・祝 9:00～17:00（年末年始を除く） 

    連絡先：054-289-8686 
 

⑩ 24時間子供ＳＯＳダイヤル 

    連絡先：0120-0-78310 
 

⑪ 静岡県総合教育センター面接相談（申し込み：0537-24-9768） 

    非行・不登校など子どもの心と教育全般に関する相談、発達が気になる子供、障がいのある

子どもに関する教育相談・就学相談 

県総合教育センター（掛川市） 月～金 9:00～17:00 
 

⑫ 静岡少年鑑別所相談室 

    非行問題を扱う専門機関として、臨床心理の専門家が相談に応じる。 

   連絡先：054-281-3208 月～金 9:00～12：00、13:00～17:00 


